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はじめに

広い大地と海、豊かな自然の中で子どもたちが明るく、のびのびと育ち、心豊かでたくま

しく成長することは、町民全ての願いであり、その実現のため保健・医療・福祉のサービス

が結びついた様々な事業を展開しています。

、 、 、しかし 人々の意識や価値観の多様化 さらに見通しの立たない今日の経済状況などから

子どもを育てる環境は厳しく、子育てを負担に感じる人も少なくありません。厚岸町におい

ても、出生数が年々減少傾向にあり、少子化が進行しています。

このような中、子育ての意義についての理解が深められ、子育ての喜びが実感されるよう

に配慮して支援対策が進められるように、平成1 5 年７月に「次世代育成支援対策推進法」

が成立し、国をあげて次世代育成支援に取り組むことになりました。

本町においても、子どもを持ちたいと思う人が、安心して子どもを産み育てることができ

るよう、地域全体が喜びを感じながら子育てに関われるよう、そして2 1 世紀の厚岸を担う

子どもたちが健やかに育つよう 「厚岸町次世代育成支援行動計画」を策定しました。、

この計画では、町の各部門において、子どもたちが健やかに育つことができ、子育てが安

心してできる環境づくりを総合的に進めていくとともに、家庭における子育てを基本として

地域全体で子育ての環境づくりを進めていくことが必要と考えています。

計画策定には、町内の子育て中の人、保健医療関係者、福祉団体等関係者の方々に参画い

ただいた「厚岸町次世代育成支援対策推進協議会」を設置し、利用者ニーズの把握や懇談会

を経て本計画を策定し、計画的に次世代育成支援対策を推進することといたしました。

今後も、行政のみならず、町民、民間事業者、ボランティア組織など様々な推進主体が一

体となって、ともに「生み育て・支え合い・あんしん・あっけし」をスローガンに次世代育

成支援対策を進めてまいりたいと考えておりますので、町民一人ひとりのご理解とご協力を

お願いいたします。

平成１７年３月

厚岸町長 若 狹 靖
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第 １ 部

総 論
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第１章 計画の策定にあたって

第１節 計画策定の背景・趣旨

１ 計画策定の背景

2 1 世紀を迎え、急速に少子化が進み、家庭や地域を取り巻く環境も大きく変化していま

す。ひとりの女性が一生の間に生むと推定される子どもの数を示す合計特殊出生率は、昭和

2 2 年から昭和2 4 年の第１次ベビーブーム期に4 .0 を超えていましたが、以後低下し、昭和

3 6 年には2 .0 を下回りました。その後昭和4 1 年の「ひのえうま」前後の特殊な動きを除け

ば緩やかに上昇し、第２次ベビーブーム期の昭和4 6年には2 .1 6 まで回復しました。しかし

以降は再度低下し、平成1５年度には、現在の人口を将来も維持するのに必要な水準である

2 .0 8 を大きく下回る1 .2 9 と過去最低の水準となりました。

わが国においては 「子育て支援のための総合計画（エンゼルプラン （平成7年 「少、 ）」 ）、

子化対策推進基本方針（新エンゼルプラン （平成1 1 年）などの少子化対策を実施してき）」

ましたが、未だ少子化に歯止めがかからない状況にあります。

今日の少子化は、未婚化や晩婚化に加えて新たに「夫婦の出生率」自体の低下も大きな要

、 、因として指摘されており 子育ての経済的・精神的負担や仕事と子育ての両立の難しさなど

解決しなければならないさまざまな社会経済的な課題があります。

「日本の将来推計人口（中位推計 （平成1 4 年１月／国立社会保障／人口問題研究所 」） ）

によると、日本の総人口は平成1 8 年をピークに減少に転じると推計されていますが、少子

、 、 、化の進行は 労働人口の減少や 今後急速に進む高齢化と相まって社会保障負担の増加など

社会経済へ大きな影響を与えることから、国の活力の低下が危惧されています。厚生労働省

、 、 「 」 、は 少子化の流れを止めるため 平成1 4年9 月に 少子化対策プラスワン を取りまとめ

従来の「子育てと仕事の両立支援」の取組に加え 「男性を含めた働き方の見直し 「地域、 」

における子育て支援 「社会保障における次世代支援 「子どもの社会性の向上や自立の促」 」

進」の4つの柱に沿った総合的な取組を推進しています。

厚岸町としても、次代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備・充

実を図るため、本計画を策定して事業を実施していきます。
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２ 計画策定の趣旨

平成1 5 年7 月に「次世代育成支援対策推進法」が国会で成立し、同月、公布・施行され

。 、 、ました これを受けて各市町村では 次代を担う子どもが健やかに育つ環境整備を図るため

「次世代育成支援行動計画」の策定をすすめてきました。

厚岸町では、これまでも「第4期厚岸町総合計画」等の計画に基づき、子育て支援に関す

る各種施策を実施してきました。今後も予想される少子化の流れを変えるため、各種の事業

を迅速かつ重点的に推進することによって、家庭や地域における少子化対策及び子育て対策

を目的に「厚岸町次世代育成支援行動計画」を策定しました。

第２節 計画の位置付け

１ 計画の位置付け

○ 第４期厚岸町総合計画との関係

厚岸町は 「人に活力 町に魅力 創意ではばたく 新生あっけし」を町の将来像とする、

「第４期厚岸町総合計画（平成1 1 年1 2 月 」を策定しました。この計画は、2 1世紀におけ）

る厚岸町を個性と自主性のある持続的な発展へと導くため、長期的展望に立ったまちづくり

の基本方向を示したもので 「厚岸町次世代育成支援行動計画」の基本方向を示すことにも、

なります。

２ 法の根拠

この計画は、次世代育成支援対策推進法（平成1 5 年法律第1 2 0 号）第8 条第1 項の規定

に基づき策定しました。
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第３節 計画の期間及び見直し時期

１ 計画の期間

計画期間は、平成1 7 年度から平成2 1 年度までの５年間（前期計画）とし、平成2 1 年ま

でに必要な見直しを行ったうえで、平成2 2 年度から平成2 6年度までの５年間の計画（後期

計画）を策定するものとします。

第４節 人口の推計

厚岸町の平成1 5 年と平成1 6 年の各年4月1 日現在の人口を基に、これからの人口を推計

した結果が下図のようになります。

厚岸町の人口は減少傾向にあり、平成2 1 年の1 5 歳未満の人口は、平成1 6 年よりも3 1 7

人少ない1 ,4 1 3 人になると予想されます。

資料：平成1 5 年と平成1 6 年の各年４月１日現在の住民基本台帳の人口を用いて、厚生

労働省が掲示したワークシートを基に、福祉課が推計

1 ,7 3 0 1 ,6 5 1 1 ,5 7 9 1 ,5 1 4 1 ,4 6 1 1 ,4 1 3

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

H 1 6 H 1 7 H 1 8 H 1 9 H 2 0 H 2 1

(人） 1 5 歳未満 1 5 ～6 4 歳

6 5 歳以上

1 2 ,1 0 3 人 1 1 ,9 3 9 人
1 1 ,7 9 4 人 1 1 ,6 2 6 人 1 1 ,4 5 5 人 1 1 ,3 0 4 人
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第５節 計画策定体制と経緯等

１ 計画策定体制

(１)「厚岸町次世代育成支援対策推進協議会」の設置

本計画の策定にあたっては、町行政関係者、保健医療関係者及び福祉団体等関係者の

「 」（ 「 」 。）1 5人で構成する 厚岸町次世代育成支援対策推進協議会 以下 推進協議会 という

を設置し、審議を行いました。

推進協議会は、平成1 6年6月から合計５回開催しました。

(２)行政機関内部の体制

厚岸町では、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的な推進を図るため 「厚岸町保健、

・医療・福祉総合サービス調整推進会議」及び「厚岸町政策会議」により、全庁的な体制

の下に、行動計画策定を進めました。

２ 町民の意見反映

本計画の策定にあたっては、広く町民の意見を反映させるため、推進協議会を設置し、町

民の参画を行うとともに、アンケートによるニーズ調査を行いました。

また、推進協議会の委員が、子育て支援センターや児童館に赴いて、子育て中の母親など

と懇談会を行うとともに、さらにＥメールによる町民からの意見を求める場をつくり、計画

策定に反映させました。

３ 町民への広報活動

推進協議会の設置、独身の女性の方の意見の募集については、厚岸町ホームページなどに

掲載し、アンケート調査結果や推進協議会の議案は、主な公共施設で公表しました。
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４ 次世代育成支援ニーズ調査

本計画の策定にあたっては、子育ての状況と保育サービス等のニーズを把握するため、就

学前の児童や小学生の保護者に対してアンケートを実施しました。

なお、アンケートの概要は次のとおりです。

ニーズ調査実施概要

回収状況
区 分 調 査 対 象 調 査 期 間 調査方法

回収率

(1 )就学前児童 就学前の児童を持つ保護 郵送 3 4 0 件

保護者調査 者全員(4 7 7 世帯) 平成1 5 年1 2 月3日 (7 1 .3 % )

～

(2 )小学生児童 小学校1 年生から小学校 平成1 5年1 2 月3 0 日 配布 2 0 3 件

保護者調査 3 年生の児童を持つ保護 (6 7 .2 % )

者全員(3 0 2 世帯)
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第２章 厚岸町の現状

第１節 少子化の動向

１ 人口の推移と少子化の動向

平成1 5 年3 月3 1 日現在の住民基本台帳による厚岸町の総人口は1 2 ,1 0 3 人となっていま

す。このうち1 5歳未満の児童人口は1 ,7 3 0 人で、総人口の1 4 .3 ％となっています。

また、1 5 歳以上6 4 歳以下の人口は7 ,4 7 9 人で総人口の6 1 .8 ％、6 5 歳以上の人口は2 ,8

9 4 人で総人口の2 3 .9 ％となっています。

総人口に占める1 5歳未満の児童人口の割合は、昭和6 0 年から平成1 5年までの1 8 年間で

8 .8 ポイント減少しています。一方で、6 5 歳以上の人口の割合は1 4 .1 ポイント増加してお

り、少子高齢化が進んでいます。

人口推移と少子化動向（厚岸町）

（単位：人）

区 分 昭和6 0年 平成２年 平成７年 平成1 2 年 平成1 5 年

総 人 口 1 5 ,4 1 7 1 4 ,0 8 0 1 3 ,0 7 6 1 2 ,3 0 7 1 2 ,1 0 3

3 ,5 6 6 2 ,9 3 4 2 ,4 5 7 1 ,9 9 7 1 ,7 3 0
1 5 歳未満

(2 3 .1 ) (2 0 .8 ) (1 8 .8 ) (1 6 .2 ) (1 4 .3 )

1 0 ,3 3 4 9 ,3 6 9 8 ,5 2 6 7 ,7 5 8 7 ,4 7 9
1 5 ～6 4 歳

(6 7 .0 ) (6 6 .5 ) (6 5 .2 ) (6 3 .0 ) (6 1 .8 )

1 ,5 1 7 1 ,7 7 7 2 ,0 9 3 2 ,5 5 2 2 ,8 9 4
6 5 歳以上

( 9 .8 ) (1 2 .6 ) (1 6 .0 ) (2 0 .7 ) (2 3 .9 )

資料：昭和6 0 年～平成1 2 年は国勢調査、平成1 5 年は住民基本台帳（平成1 5 年3 月3 1

日現在）

、 。小数点以下の処理の都合等により 各項目の和と合計が一致しない場合があります
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人口推移と少子化動向（北海道）

（単位：人）

区 分 昭和6 0年 平成２年 平成７年 平成1 2年 平成1 5 年

総人口 5 ,6 7 9 ,4 3 9 5 ,6 4 3 ,6 4 7 5 ,6 9 2 ,3 2 1 5 ,6 8 3 ,0 6 2 5 ,6 6 2 ,8 5 6

1 ,2 1 7 ,9 5 9 1 ,0 3 4 ,2 5 1 8 9 8 ,6 7 3 7 9 2 ,3 5 2 7 5 1 ,6 4 0
1 5 歳未満

(2 1 .4 % ) (1 8 .3 % ) (1 5 .8 % ) (1 3 .9 % ) (1 3 .3 % )

3 ,9 1 0 ,7 2 9 3 ,9 2 4 ,7 1 7 3 ,9 4 2 ,8 6 8 3 ,8 3 2 ,9 0 2 3 ,7 9 5 ,2 4 2
1 5 ～6 4 歳

(6 8 .５% ) (6 9 .5 % ) (6 9 .3 % ) (6 7 .4 % ) (6 7 .0 % )

5 4 9 ,4 8 7 6 7 4 ,8 8 1 8 4 4 ,9 2 7 1 ,0 3 1 ,5 5 2 1 ,1 1 5 ,9 7 4
6 5 歳以上

(9 .7 % ) (1 2 .0 % ) (1 4 .8 % ) (1 8 .2 % ) (1 9 .7 % )

資料：昭和6 0 年～平成1 2 年は国勢調査、平成1 5 年は住民基本台帳（平成1 5 年3 月3 1

日現在 。）

小数点以下の処理の都合、年齢不詳者の数により、各項目の和と合計が一致しない

場合があります。

人口推移と少子化動向（全国）

（単位：人）

区 分 昭和6 0年 平成２年 平成７年 平成1 2年 平成1 5 年

1 2 1 ,0 4 8 ,9 2 3 1 2 3 ,6 1 1 ,1 6 7 1 2 5 ,5 7 0 ,2 4 6 1 2 6 ,9 2 5 ,8 4 3 1 2 6 ,6 8 8 ,3 6 4総人口

2 6 ,0 3 3 ,2 1 3 2 2 ,4 8 6 ,2 3 9 2 0 ,0 1 3 ,7 3 0 1 8 ,4 7 2 ,4 9 9 1 7 ,9 5 6 ,2 0 9
1 5 歳未満

(2 1 .5 % ) (1 8 .2 % ) (1 5 .9 % ) (1 4 .6 % ) (1 4 .2 % )

8 2 ,5 0 6 ,0 1 6 8 5 ,9 0 3 ,9 7 6 8 7 ,1 6 4 ,7 2 1 8 6 ,2 1 9 ,6 3 1 8 4 ,8 8 3 ,3 5 1
1 5 ～6 4 歳

(6 8 .2 % ) (6 9 .5 % ) (6 9 .4 % ) (6 7 .9 % ) (6 7 .0 % )

1 2 ,4 6 8 ,3 4 3 1 4 ,8 9 4 ,5 9 5 1 8 ,2 6 0 ,8 2 2 2 2 ,0 0 5 ,1 5 2 2 3 ,8 4 8 ,7 8 6
6 5 歳以上

(1 0 .3 % ) (1 2 .0 % ) (1 4 .5 % ) (1 7 .3 % ) (1 8 .8 % )

資料：昭和6 0 年～平成1 2 年は国勢調査、平成1 5 年は住民基本台帳（平成1 5 年3 月3 1

日現在 。）

小数点以下の処理の都合、年齢不詳者の数により、各項目の和と合計が一致しない

場合があります。
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２ 出生の動向

厚岸町の出生率は、平成5年から平成1 4 年までの1 0 年間を見てみると、年ごとにばらつ

きはまりますが、減少傾向にあります。

また、5 年ごとに集計した合計特殊出生率では、平成5年から9 年が1 .6 6 、平成1 0 年か

ら平成1 4年が1 .5 8 と減少しています。

出生の動向

厚 岸 町 北海道 全国
区 分 人 口 出生児数 出生率 合計特殊 合計特殊 合計特殊

（人） (人） 出生率 出生率 出生率(人口1千人対)
平成５年 1 3 ,7 6 5 1 2 8 9 .6 1 .3 3 1 .4 6

平成６年 1 3 ,5 9 7 1 4 4 1 0 .8 1 .3 7 1 .5 0

平成７年 1 3 ,3 8 9 1 1 2 8 .6 1 .6 6 1 .3 1 1 .4 2

平成８年 1 3 ,2 2 6 1 1 7 9 .1 1 .3 0 1 .4 3

平成９年 1 3 ,0 1 5 1 1 1 8 .7 1 .2 7 1 .3 9

平成1 0 年 1 2 ,9 1 5 1 1 5 9 .1 1 .2 6 1 .3 8

平成1 1 年 1 2 ,7 9 8 1 0 6 8 .5 1 .2 0 1 .3 4

平成1 2 年 1 2 ,6 9 0 1 0 5 8 .6 1 .5 8 1 .2 3 1 .3 6

平成1 3 年 1 2 ,5 7 0 9 8 8 .0 1 .2 1 1 .3 3

平成1 4 年 1 2 ,4 0 0 9 6 8 .0 1 .2 2 1 .3 2

平成1 5 年 1 2 ,2 4 1 1 2 0 1 0 .1 1 .2 0 1 .2 9

資料：住民基本台帳（各年1 2 月3 1 日現在 、釧路・根室地域保健情報年報（各年1 2 月3 1）

日現在 、人口動態統計（各年1 2月3 1 日現在 、人口動態統計特殊報告） ）

(注１)出生率とは、ある年に生まれた出生数をその年の人口で割ったものを1 0 0 0 倍した人

数

(注２)合計特殊出生率とは、1 5 歳から4 9 歳までの女子の年齢別（年齢階級別）出生率を合

計したもので、１人の女子が仮にその観察期間の年齢別（年齢階級別）出生率で一生

の間に生むとしたときの子ども数に相当する。
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３ 婚姻の動向

(１)婚姻率と離婚率

平成1 4 年の厚岸町の婚姻率は5 .3 となっており、北海道の5 .8 、全国の6 .0 を下回って

います。一方で、離婚率は2 .8 で北海道とは同率ですが全国の2 .3 を上回っています。経

年変化を見ると、厚岸町、北海道ともに離婚率が上昇しています。

婚姻率と離婚率

厚 岸 町 北 海 道 全 国
区 分

婚姻率 離婚率 婚姻率 離婚率 婚姻率 離婚率

平成1 0年 4 .9 2 .3 6 .0 2 .4 6 .3 1 .9

平成1 1 年 4 .5 1 .6 5 .8 2 .4 1 6 .1 2 .0

平成1 2 年 5 .3 1 .7 9 6 .1 2 .5 1 6 .4 2 .1

平成1 3 年 5 .1 2 .2 1 6 .1 2 .7 6 6 .4 2 .2 7

平成1 4 年 5 .3 2 .8 5 .8 2 .8 6 .0 2 .3

平成1 5 年 5 .2 2 .0 2 5 .7 2 .7 2 5 .9 2 .2 5

資料：釧路・根室地域保健情報年報(各年1 2 月3 1 日現在)

(注１)婚姻率とは、人口千人当たりの婚姻件数を示す率

(注２)離婚率とは、人口千人当たりの離婚件数を示す率

(２)平均初婚年齢

北海道の平均初婚年齢は、全国とほぼ同じ年齢ですが、夫、妻ともに年々上昇していま

す。

夫妻の平均初婚年齢

（単位：歳）

北 海 道 全 国
区 分

夫 妻 夫 妻

平成1 0年 2 8 .1 2 6 .5 2 8 .6 2 6 .7

平成1 1 年 2 8 .1 2 6 .6 2 8 .7 2 6 .8

平成1 2 年 2 8 .3 2 6 .8 2 8 .8 2 7 .0

平成1 3 年 2 8 .3 2 6 .9 2 9 .0 2 7 .2

平成1 4 年 2 8 .5 2 7 .1 2 9 .1 2 7 .4

平成1 5 年 2 8 .8 2 7 .4 2 9 .4 2 7 .6

資料：人口動態統計(各年1 2 月3 1 日)
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４ 晩産化、少産化の動向

厚岸町の出生数も、全国、北海道と同様に年々減少しています。

出産年齢は、近年1 0 代での出産割合が増加していますが、全体的には2 0代での出産割合

が減少し、3 0代での出産割合が増加してきています。

母親の年齢階層別出生数割合

（単位：％）

2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 歳
区 分 出生数(人) ～ ～ ～ ～ ～ ～

1 9歳 2 4 2 9 3 4 3 9 4 4 以 上

厚岸町 1 1 5 2 .6 2 3 .5 3 8 .3 2 7 .8 7 .8 0 .0 -
平成

北海道 4 9 ,0 6 5 1 .8 1 7 .4 3 8 .9 3 0 .7 1 0 .0 1 .2 0 .1
1 0 年

全 国 1 ,2 0 3 ,1 4 7 1 .5 1 4 .7 4 1 .0 3 2 .3 9 .5 1 .1 0 .0

厚岸町 1 0 6 2 .8 2 0 .8 4 0 .6 2 9 .2 5 .7 0 .9 -
平成

北海道 4 6 ,6 8 0 1 .9 1 7 .0 3 8 .8 3 0 .4 1 0 .5 1 .3 0 .0
1 1 年

全 国 1 ,1 7 7 ,6 6 9 1 .5 1 4 .1 4 0 .4 3 2 .8 9 .9 1 .2 0 .0

厚岸町 1 0 5 1 .9 2 5 .7 3 8 .1 2 4 .8 9 .5 - -
平成

北海道 4 6 ,7 8 0 2 .1 1 6 .7 3 8 .3 3 0 .9 1 0 .6 1 .3 0 .0
1 2 年

全 国 1 ,1 9 0 ,5 4 7 1 .7 1 3 .6 3 9 .5 3 3 .3 1 0 .6 1 .2 0 .0

厚岸町 9 8 6 .1 2 4 .5 3 3 .7 2 7 .6 7 .1 1 .0 -
平成

北海道 4 6 ,2 3 6 2 .3 1 6 .3 3 8 .1 3 1 .1 1 0 .8 1 .4 0 .0
1 3 年

全 国 1 ,1 7 0 ,6 6 2 1 .8 1 3 .4 3 8 .4 3 4 .2 1 0 .9 1 .3 0 .0

厚岸町 9 6 6 .3 1 9 .8 3 2 .3 2 9 .1 1 0 .4 2 .1 -
平成

北海道 4 6 ,1 0 1 2 .3 1 6 .2 3 6 .9 3 2 .0 1 1 .2 1 .4 0 .0
1 4 年

全 国 1 ,1 5 3 ,8 5 5 1 .9 1 3 .2 3 6 .9 3 5 .2 1 1 .4 1 .4 0 .0

厚岸町 1 2 0 4 .2 2 0 .8 3 8 .3 2 7 .5 9 .2 - -
平成

北海道 4 4 ,9 3 9 2 .2 1 5 .3 3 5 .8 3 2 .9 1 2 .1 1 .7 0 .0
1 5 年

全 国 1 ,1 2 3 ,6 1 0 1 .7 1 2 .6 3 5 .2 3 6 .3 1 2 .4 1 .6 0 .0

資料：釧路・根室地域保健情報年報(各年1 2 月3 1 日現在)

1 9 歳以下での出産の推移

資料：釧路・根室地域保健情報年報(各年1 2 月3 1 日現在)
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第２節 家族や地域の状況

１ 世帯の動向

厚岸町の世帯数は、平成1 5 年4 月1 日現在4 ,5 1 9 世帯で、世帯数は増加しています。一

方で１世帯当たりの人口は少しずつ減少しています。

世帯あたり人口の推移

厚岸町 厚岸町 北海道 全国
区 分 世帯数 １世帯当たり １世帯当たり １世帯当たり

（世帯） 人口（人） 人口（人） 人口（人）

平成５年 4 ,4 0 8 3 .1 2 .6 2 .9

平成６年 4 ,4 1 6 3 .1 2 .5 2 .8

平成７年 4 ,4 1 5 3 .0 2 .5 2 .8

平成８年 4 ,4 3 8 3 .0 2 .5 2 .8

平成９年 4 ,4 3 0 2 .9 2 .4 2 .8

平成1 0 年 4 ,4 3 2 2 .9 2 .4 2 .7

平成1 1 年 4 ,4 5 1 2 .9 2 .4 2 .7

平成1 2 年 4 ,4 8 2 2 .8 2 .5 2 .7

平成1 3 年 4 ,4 8 7 2 .8 2 .3 2 .9

平成1 4 年 4 ,4 8 4 2 .8 2 .3 2 .6

平成1 5 年 4 ,5 1 9 2 .7 2 .2 2 .6

資料：住民基本台帳（厚岸町・北海道は各年1 0 月１日現在、全国は各年３月3 1 日現在)
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２ 女性の就労状況

女性の年齢階層別就業率では、全国、北海道と同様に2 5 歳以上、どの年代においても就

業率が上昇しています。また、厚岸町では就業率が全国、北海道の水準を大きく上回ってい

ます。

女性の年齢階層別就業率

（単位：％）

1 5～ 2 0 ～ 2 5 ～ 3 0 ～ 3 5 ～ 4 0 ～ 4 5 ～ 5 0 ～ 5 5 ～ 6 0 ～ 6 5 歳
区 分 総数

1 9歳 2 4 歳 2 9 歳 3 4 歳 3 9 歳 4 4 歳 4 9 歳 5 4 歳 5 9 歳 6 4 歳 以 上

昭 厚岸町 5 6 .0 2 0 .9 8 0 .1 5 8 .5 5 8 .7 6 6 .1 7 3 .1 7 1 .9 6 7 .1 6 4 .0 4 7 .9 2 3 .2
和
6 0 北海道 4 2 .7 1 7 .7 7 0 .4 4 7 .7 4 1 .1 4 9 .8 5 9 .0 5 8 .7 5 2 .4 4 3 .3 3 1 .0 1 1 .3
年

全 国 4 6 .4 1 6 .2 6 9 .7 5 1 .6 4 7 .7 5 6 .6 6 4 .7 6 4 .9 5 8 .8 4 8 .8 3 7 .1 1 5 .0

平 厚岸町 5 7 .5 2 4 .6 8 3 .7 6 7 .4 6 5 .4 6 9 .9 7 3 .1 7 9 .4 7 1 .2 6 4 .3 5 1 .4 2 2 .8
成
２ 北海道 4 4 .2 1 8 .5 7 3 .7 5 6 .2 4 5 .2 5 3 .1 6 1 .4 6 2 .7 5 5 .9 4 4 .5 3 1 .2 1 1 .3
年

全 国 4 7 .1 1 6 .0 7 2 .2 5 8 .6 4 9 .2 5 8 .3 6 5 .7 6 7 .4 6 2 .1 5 0 .6 3 6 .6 1 4 .7

平 厚岸町 5 9 .1 2 0 .3 8 1 .1 6 6 .2 7 0 .8 7 4 .8 7 9 .4 7 7 .9 7 6 .8 7 0 .0 5 5 .6 2 7 .2
成
７ 北海道 4 5 .0 1 6 .8 7 0 .3 6 0 .0 4 8 .7 5 4 .1 6 3 .3 6 4 .8 5 9 .8 4 9 .7 3 3 .2 1 2 .1
年

全 国 4 7 .3 1 3 .9 6 9 .1 6 2 .2 5 0 .7 5 7 .5 6 5 .8 6 7 .7 6 3 .7 5 4 .5 3 7 .6 1 5 .5

平 厚岸町 5 6 .6 2 2 .2 6 4 .0 6 6 .5 6 8 .7 7 4 .8 8 0 .0 7 7 .7 7 7 .3 7 0 .6 5 8 .9 2 7 .3
成
1 2 北海道 4 4 .1 1 6 .4 6 6 .6 6 3 .6 5 3 .0 5 5 .5 6 3 .7 6 5 .9 6 1 .6 5 1 .7 3 3 .3 1 1 .2
年

全 国 4 6 .2 1 3 .6 6 5 .2 6 5 .1 5 3 .7 5 7 .7 6 6 .3 6 8 .5 6 4 .6 5 5 .6 3 7 .2 1 4 .1

資料：国勢調査
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３ 産業・雇用の状況

1 5 歳以上の就業者数は年々減少し、産業別(大分類)でみると第１次産業の従事者数が大

きく減少しています。

構成比で見ると、第２次産業や第３次産業の割合が増加していることに比べ、第１次産業

の割合は減少しています。

産業別（大分類）1 5 歳以上の就業者数の推移

資料：厚岸町統計書(国勢調査)

(単位：人、％)
区分

昭和6 0 年 平成２年 平成７年 平成1 2 年 昭和6 0 年 平成２年 平成７年 平成1 2 年

総数 8 ,1 6 2 7 ,7 6 4 7 ,4 2 3 6 ,8 8 6 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0

第１次産業 3 ,1 1 4 2 ,8 2 0 2 ,4 6 2 2 ,1 7 3 3 8 .1 5 3 6 .3 2 3 3 .1 6 3 1 .5 6

　農業 5 8 7 5 5 0 4 8 7 4 4 9 7 .1 9 7 .0 8 6 .5 6 6 .5 2

　林業 1 5 5 9 2 8 4 4 6 1 .9 0 1 .1 9 1 .1 3 0 .6 7

　漁業 2 ,3 7 2 2 ,1 7 8 1 ,8 9 1 1 ,6 7 8 2 9 .0 6 2 8 .0 5 2 5 .4 7 2 4 .3 7

第２次産業 1 ,5 5 6 1 ,6 3 3 1 ,7 3 3 1 ,5 6 4 1 9 .0 6 2 1 .0 3 2 3 .3 5 2 2 .7 1

　鉱業 5 4 4 9 5 8 5 1 0 .6 6 0 .6 3 0 .7 8 0 .7 4

　建設業 5 7 4 5 6 9 6 9 3 6 4 5 7 .0 3 7 .3 3 9 .3 4 9 .3 7

　製造業 9 2 7 1 ,0 1 5 9 8 2 8 6 8 1 1 .3 7 1 3 .0 7 1 3 .2 3 1 2 .6 0

第３次産業 3 ,4 9 1 3 ,3 1 1 3 ,2 2 8 3 ,1 4 9 4 2 .7 8 4 2 .6 5 4 3 .4 9 4 5 .7 3

　電気・ガス・水道 1 9 1 7 2 2 1 9 0 .2 3 0 .2 2 0 .3 0 0 .2 7

　運輸・通信業 4 3 2 3 4 1 2 6 9 2 6 7 5 .2 9 4 .3 9 3 .6 2 3 .8 8
　卸売・小売業・飲食店 1 ,2 6 5 1 ,1 6 0 1 ,1 5 3 1 ,0 4 0 1 5 .5 0 1 4 .9 4 1 5 .5 3 1 5 .1 0

　金融・保険業 1 8 6 1 7 1 1 3 8 9 2 2 .2 8 2 .2 0 1 .8 6 1 .3 4

　不動産業 1 1 1 4 1 1 1 0 0 .1 4 0 .1 8 0 .1 5 0 .1 5

　サービス業 1 ,2 9 1 1 ,3 3 5 1 ,3 3 1 1 ,4 7 3 1 5 .8 2 1 7 .2 0 1 7 .9 3 2 1 .3 9

　公務 2 8 7 2 7 3 3 0 4 2 4 8 3 .5 2 3 .2 0 4 .1 0 3 .6 0

分類不能産業 1 - - - 0 .0 1 - - -

就　業　者　数　 構　　成　　比
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４ 地域の特性

(１)昼間人口比率

厚岸町の昼間人口比率をみると、その比率が1 0 0 ％を下回っていますが、昼間の大き

な人口流出はみられません。

昼間人口比率

（単位：人・％）

区 分 昭和6 0年 平成２年 平成７年 平成1 2年

厚 常駐人口 1 5 ,4 1 7 1 4 ,0 8 0 1 3 ,0 7 6 1 2 ,3 0 7

岸 昼間人口 1 5 ,4 0 7 1 4 ,0 1 8 1 2 ,9 8 9 1 2 ,2 9 3

町 昼間人口比率 9 9 .9 3 9 9 .5 5 9 9 .3 3 9 9 .8 8

札 常駐人口 1 ,5 4 2 ,2 4 2 1 ,6 6 5 ,1 6 9 1 ,7 5 2 ,1 4 9 1 ,7 9 7 ,4 7 9

幌 昼間人口 1 ,5 7 4 ,3 4 2 1 ,6 9 8 ,9 2 6 1 ,7 8 6 ,8 8 9 1 ,8 2 0 ,7 5 7

市 昼間人口比率 1 0 2 .0 8 1 0 2 .0 3 1 0 1 .9 8 1 0 1 .3 0

北 常駐人口 5 ,6 7 8 ,1 7 5 5 ,6 3 3 ,8 4 9 5 ,6 8 6 ,4 6 8 5 ,6 5 6 ,8 0 6

海 昼間人口 5 ,6 7 9 ,1 0 1 5 ,6 3 2 ,7 0 3 5 ,6 8 5 ,0 0 4 5 ,6 5 4 ,5 1 0

道 昼間人口比率 1 0 0 .0 2 9 9 .9 8 9 9 .9 7 9 9 .9 6

資料：国勢調査編集・解説（データ）シリーズ『通勤・通学人口及び昼間人口』による。

(２)転入元及び転出先別人口移動状況

転入元及び転出先別人口移動状況を見ると、転出元、転出先とも釧路市を含む釧路管内

での移動が多く、特に釧路市からの転入者が減少傾向にあります。

転入元及び転出先別人口移動状況

（単位：人）

区 分 北海道内 北海道外
うち釧路市 うち管内

転入 3 9 2 1 4 4 1 4 4 4 8
平成1 0 年

転出 4 8 7 1 7 2 1 5 6 7 3

転入 3 3 5 1 0 2 1 2 5 6 0
平成1 1 年

転出 4 7 3 1 5 6 1 5 2 7 3

転入 3 2 8 9 8 1 1 8 5 9
平成1 2 年

転出 4 5 5 1 2 6 1 6 4 6 6

転入 3 5 5 1 1 8 1 4 1 7 9
平成1 3 年

転出 4 9 9 1 8 8 1 5 3 6 0

転入 3 0 9 7 7 1 1 1 6 3
平成1 4 年

転出 4 6 5 1 4 7 1 3 2 6 8

転入 3 4 1 9 3 1 7 0 6 6
平成1 5 年

転出 4 9 7 1 7 0 1 5 0 6 8
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第３節 子育ての状況

１ 保育所サービスについて

厚岸町での平成1 5 年度における保育所は、認可保育所が３ヶ所、へき地保育所４ヶ所で

す。

認可保育所、へき地保育所いずれも入所児童数は年々少しずつ減少しています。特にへき

地保育所の入所児童数の減少が顕著です。

保育事業の概況

（単位：人・か所）

区 分 平成1 1年 平成1 2 年 平成1 3 年 平成1 4 年 平成1 5 年

保育所数 4 4 4 4 3

保育所定員数 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 2 3 0

入所児童数 2 5 3 2 3 9 2 3 2 2 3 7 2 2 7

7 9 .0 6 7 4 .6 8 7 2 .5 0 7 4 .0 6 9 8 .6 9入所率(％)

障害児保育 実施か所数 1 1 2 2 2

登録児童数 2 1 4 3 2

地域活動事業 実施か所数 - - 4 4 3

資料：厚岸町福祉課(各年3月3 1 日)

※障害児保育は、平成6年度から１ヶ所、平成1 3年度から2ヶ所で実施

、 、 ）※平成1 5年度から 認可保育所１ヶ所(定員6 0 人)閉所 定員の変更も１ヶ所(9 0 人→6 0 人

へき地保育所の概況

（単位：人・か所）

区 分 平成1 1年 平成1 2 年 平成1 3 年 平成1 4 年 平成1 5 年

入所児童数 8 5 8 1 6 5 6 3 5 1
(4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 )（ ）設置か所数

資料：厚岸町福祉課(各年3月3 1 日)

※ 門静へき地保育所は、平成１７年３月３１日で休所

幼稚園・無認可保育所の概況

（単位：人）

区 分 平成1 1年 平成1 2 年 平成1 3 年 平成1 4 年 平成1 5 年

幼 稚 園 入 園 児 童 数 5 6 5 6 5 5 5 5 5 4

無認可保育所入所児童数 1 4 1 3 2 2 2 1 1 2
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２ 子育て支援サービスについて

厚岸では、平成1 4 年9 月に子育て支援センターを開設し、育児に関する相談やアドバイ

ス、母親の交流の場の提供、サークル活動の支援などを行っています。

厚岸町子育て支援センター事業の概況

区 分 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

子育て相談 7 6件 5 8 件 6 0 件

なかよしサロン 8 6回 1 4 9 回 1 7 1 回

5 8 5 組 1 ,0 0 5 組 1 5 9 4 組

移動ルーム 2回 1 2 回 1 0 回

2 9 組 1 0 9 組 9 2 組

親子遊び 7回 1 2 回 8回

5 1 組 9 1 組 1 0 1 組

絵本のひろば 1 6回

1 1 3 組

ミニ講座 3回 7回

4 4 組 6 9 組

サークル支援 6回 2回 1回

資料：厚岸町福祉課(平成1 6 年度は、平成1 7年1月末現在)

※なかよしサロン～親子（祖母と孫等も含め）が気軽に遊びに来れるサロン。

（平成1 6年6月より開所日を拡大）

※移動ルーム～保健師、助産師、栄養士による育児相談も兼ね、親子で遊べるサロン。

（平成1 5年2月より実施）

※親子遊び～親子で触れ合いながら作品づくりや体を動かして楽しむ遊び。

※絵本のひろば～図書司書による絵本の読み聞かせや、母親向けの本の紹介、絵本の選び方

などの助言（平成1 6 年4月より実施）

※ミニ講座～育児に大切な身近な内容の講演を講師を依頼し開催

（平成1 5年より実施）
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３ 児童館サービスについて

(１)児童館運営の概況

児童館の開館時間は、午前8時4 5 分から午後5時1 0 分までとなっています。

児童館運営の概況

区 分 平成1 1年 平成1 2 年 平成1 3 年 平成1 4 年 平成1 5 年

１日平均利用者数（人） 1 0 6 .7 1 0 6 .5 1 1 0 .9 1 0 5 .7 9 8 .0

施 設 数 か所 2 2 2 2 2（ ）

資料：厚岸町福祉課(各年3月3 1 日）

(２)放課後児童クラブの概況

放課後児童クラブは、児童館を利用して、昼間保護者が家庭にいない小学校３年生まで

の児童の健全育成を登録制で行っています。

放課後児童クラブの概況

区 分 平成1 1年 平成1 2 年 平成1 3 年 平成1 4 年 平成1 5 年

登 録 者 数（人） 1 1 3 1 2 1 1 4 6 1 4 0 1 3 7

１日平均利用者数（人） 7 3 .6 1 0 7 .2 9 2 .4 9 4 .1 9 0 .1

実 施 箇 所 数(か所 2 2 2 2 2）

資料：厚岸町福祉課(各年3月3 1 日)
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４ 小学校・中学校・高等学校・特殊学級等について

厚岸町には、小学校が1 0 校、中学校が7校、高等学校が2校設置されています。在籍する

児童・生徒数を平成1 1 年と平成1 5 年で比較すると、1 ,8 1 4 人から1 ,5 3 8 人へと約1 5 ％減

少しています。一方で特殊学級数は、9 学級1 1 人から1 3 学級2 2 人へと増加しています。

小学校・中学校・高等学校の概況

（単位：人）

区 分 平成1 1年 平成1 2 年 平成1 3 年 平成1 4 年 平成1 5 年

小学校
9 1 5 8 8 8 8 3 5 7 9 0 7 4 7

(９校)

中学校
4 8 8 4 7 3 4 7 3 4 6 9 4 6 1

(７校)

高等学校
4 1 1 4 0 6 3 9 6 3 7 8 3 3 0

(２校)

児童・生徒
1 ,8 1 4 1 ,7 6 7 1 ,7 0 4 1 ,6 3 7 1 ,5 3 8

合 計 数

資料：厚岸町教育委員会(各年5月1日)

特殊学級の概況

（単位：学級・人）

区 分 平成1 1年 平成1 2 年 平成1 3 年 平成1 4 年 平成1 5 年

小 学 級 数 8 1 0 8 8 8
学
校 児 童 数 9 1 2 1 0 1 3 1 5

中 学 級 数 1 1 3 3 5
学
校 生 徒 数 2 2 3 5 7

合 学 級 数 9 1 1 1 1 1 1 1 3

計 児童・生徒数 1 1 1 4 1 3 1 8 2 2

資料：厚岸町教育委員会(各年5月1日)

母子通園センターの概況

（単位：人）

平成1 1年 平成1 2 年 平成1 3 年 平成1 4 年 平成1 5 年 平成1 6 年

幼 児 1 3 1 0 1 2 8 8 1 6

小 学 生 0 0 0 0 4 4

資料：福祉課（平成1 6年は、平成1 7年1月末現在）
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第３章 計画の基本的な考え方

第１節 基本理念と基本的な視点

１ 基本理念

厚岸町は 「ひとに活力 まちに魅力 創意ではばたく 新生あっけし」を実現するた、

め、町民一人ひとりの個性が尊重され、子どもから高齢者まで、だれもが生きがいをもっ

て安心して暮らし、ふるさと「あっけし」に自信と愛着を感じながら、住んで良かったと

誇れる魅力あるまちづくりを進めています。

広い大地と海、豊かな自然の中で子どもたちが明るく、のびのびと育ち、心豊かでたく

ましく成長することは、町民全ての願いです。子どもを持ちたいと思う人が、安心して子

どもを生み育てることができるよう、そして２１世紀の厚岸を担う子どもたちが健やかに

育つよう、家庭における子育てを基本として地域全体で子育ての環境をつくります。

次代を担う子ども達の幸せを願い、本計画の目指す方向性を次のように定めます。

「 」生み育て・支え合い・あんしん・あっけし
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２ 基本的な視点

基本理念を受け、この計画における基本的な視点を次の４点にまとめます。

(１)子どもからの視点 健やかな成長を支援する基盤づくりδ
子育て支援サービス等において、影響を受けるのは多くの子どもであり、子どもの幸

せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるように配慮します。

また、子どもは次代の親になるという認識のもと、子どもの健全育成のための取り組

みを進めます。

(２)保護者からの視点 子供を産み育てることによろこびを感じる環境づくりδ
保護者等が子育てについての第一義的な責任を持つという認識のもと、長期的な視野

に立ち、子どもが健やかに育つことのできる環境づくりが進められるように、柔軟かつ

総合的な取り組みを進めます。

(３)地域からの視点 子どもとその保護者を地域で支え合う体制づくりδ
、 、子育ての基本的役割は家庭にあるという認識のもと 地域社会の一員である子どもを

健やかに育むためには、家庭はもとより、地域、団体、企業、行政等がそれぞれの責務

を担いながら、連携と協力を図っていくという考えに立ち、子どもとその保護者を地域

で支え合う体制づくりを進めます。

(４)事業者からの視点 子育て家庭に配慮した環境づくりδ
少子化の進行は、労働力不足や社会の活力の低下を招くことから、女性のみならず、

男性をも含めた働き方の見直しには、企業等の理解と協力が不可欠となります。

このため、子育て支援に取り組もうとする事業者に対し情報提供などの支援を進めま

す。
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第２節 施策の目標

本計画では、基本理念を実現するために、４つの基本的な視点を踏まえつつ、次の７つ

を「厚岸町次世代育成支援行動計画における目標」として、総合的に施策を推進します。

１ 地域における子育ての支援

子どもの幸せを第一に考えて、全ての子育てをしている人が安心して子育てができるよ

う支援を行うため、地域におけるさまざまな子育て支援サービスの充実を推進します。

子育て家庭が必要とする情報の提供や地域資源等を活用した取り組みを推進します。

２ 母と子どもの健康の確保・増進

母子保健は、生涯を通じた健康の出発点であり、次世代を安心して生み、ゆとりを持っ

て育てるための基盤となるものです。妊娠・出産・子育てが安全に、かつ快適にできるよ

う、妊娠早期からの健康管理・指導を強化し、安心して妊娠・出産・子育てができるよう

な取り組みを推進します。

３ 子どもの教育環境の整備

次世代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸ばすことができるよう、子ども

の実態を踏まえ、学校・家庭・地域の教育力を向上させるための支援の充実などの取り組

みを推進するとともに、子供を生み育てることの喜びを実感できる環境の整備を推進しま

す。

４ 子育てを支援する生活環境の整備

、 、 、子どもとその保護者が 安心して快適に暮らすことができるよう 良質な住宅の提供や

外出しやすい環境づくりなど、子育てに配慮した総合的なまちづくりを推進します。

５ 職業生活と家庭生活との両立の推進

仕事と子育てを両立させるためには、働き方の見直し等が必要です。国・北海道・関係

団体等と連携を図りながら、仕事と子育ての両立を支援する法律等の広報・啓発活動に努

めます。

６ 子ども等の安全の確保

、 。核家族化や都市化の進行等によって 子どもを取り巻く環境の悪化が危惧されています

子どもや保護者が事故や犯罪に巻き込まれることを防ぐため、関係機関等と連携した活動

を推進します。

７ 支援を必要とする児童への取組の推進

児童虐待防止対策の充実、ひとり親家庭等の自立支援、障害児施策の充実等を通じ、支

、 。援を必要とする児童に対して 身近な地域で安心して生活できる環境づくりを推進します
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厚岸町次世代育成支援行動計画 体系表

基本的な視点 施策の目標 実施施策基本理念

子どもからの視点
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地域からの視点

事業者からの視点
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�健やかな成長を支援する

基盤づくり

�子どもを産み育てる
ことに喜びを感じる
環境づくり

�子どもとその保護者を
地域で支え合う体制
づくり

�子育て家庭に配慮した

環境づくり

�地域における子育ての支援

�母と子どもの健康の確保
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�子どもの教育環境の整備

�子育てを支援する生活
環境の整備

�子ども等の安全の確保

�支援を必要とする児童へ
の取組の推進

�児童の健全育成

�世代間交流の促進

�子育て支援環境づくり

�食育の推進

�子どもや母親の健康の確保

�思春期保健対策の充実

�小児医療の充実

�次代の親の育成

�学校の教育環境等の整備

�家庭や地域の教育力の向上

�有害環境対策の推進

�良好な居住環境の確保

�良質な住宅の確保

�安全な道路交通環境の整備

�安全・安心まちづくりの
推進

�男性を含めた働き方の
見直し・多様な働き方の実現

�交通安全教育の推進

�犯罪等の被害防止活動

�児童虐待防止対策の充実

�障害児施策の充実

�子育て支援サービスの充実

�安心して外出できる環境の
整備

�仕事と子育ての両立の推進

�母子家庭等の自立支援の
推進

具

体

的

事

業

�保育所サービスの充実
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第１章 地域における子育ての支援

【動向】

○ 核家族化、都市化の進行等により、人と人とのつながりが希薄になってお

り、身近に相談できる人、協力できる人が少なくなっている。

○ 育児の孤立化等が進み、母親の育児負担が増えている。

○ 就学前児童や小学生のいる保護者の約４割が子育ての不安や負担感を感じ

ている。

○ 子どもの虐待やいじめなどの問題が顕在化している。

【課題・方向性】

○ 保護者の不安や負担感を減らし、様々な子育て支援サービスの提供に努め

る。

○ 子育てをしている人が安心して働くことができる環境づくりに努める。

○ 地域において児童が自主的に参加、交流できる場を確保する。

○ 各種事業で様々な体験活動の機会の提供と地域の人材活用を促進する。

施策の目標 実施施策

� 保育所サービスの充実

� 子育て支援サービスの充実

１．地域における子育て支援 � 子育て支援環境づくり

� 児童の健全育成

� 世代間交流の促進
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（第１章 地域における子育ての支援）

第１節 保育所サービスの充実

女性の社会進出や就労形態の多様化に伴い、保育所を利用する町民のニーズは多様化し

ています。

、 、このため 子育てをしている人が安心して働くことができるよう多様なニーズに応じて

広く町民が利用しやすい保育所サービスの提供に努めていきます。

また、保育環境の充実を図るため、施設環境の改善に努めていきます。

資料：厚岸町次世代育成ニーズ調査回答

福祉課Ｎｏ．０１ 認可保育所環境整備事業

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠ける児童の保育を行
っていきます。

事業の概要 保育所の受入定数については、ほぼ充足されていますが、今後、社会情
勢等を見ながら効率的な運営について検討を進めます。
建物の老朽化が進んでいる保育所については、施設環境の改善に努めま
す。

福祉課Ｎｏ．０２ へき地保育所環境整備事業

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠ける児童の保育を行
事業の概要 っていきます。

児童が安心して保育を受けることができる環境づくりを進めます。

福祉課Ｎｏ．０３ 障害児保育事業

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠ける障害児の保育を
事業の概要 行っています。

障害児が安心して保育を受けることができる環境づくりを進めます。

福祉課Ｎｏ．０４ 早朝居残り保育事業

事業の概要 保護者の仕事等のため、通常の保育所の開所時間を超えて児童の保育を
希望する場合に行っていきます。

保育サービスなどを利用したい理由

4 .8 %

0 .4 %

1 .7 %

7 .9 %

1 5 .7 %

6 .6 %

6 2 .9 %

0 .0 %

0 .0 % 1 0 .0
%

2 0 .0
%

3 0 .0
%

4 0 .0
%

5 0 .0
%

6 0 .0
%

7 0 .0
%

その他

学生である／就学したい

病気や障害を持っている

家族・親族などを介護しなければならない

就労していないが、子どもを預けたい

そのうち就労したいと考えている

就労予定がある、求職中である

現在就労している
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（第１章 地域における子育ての支援）
福祉課Ｎｏ．０５ 無認可保育所設置助成事業

事業の概要 町立以外の自治会等が設置運営する保育所の経費の一部を助成し、保
育に欠ける児童の保育を行っていきます。

第２節 子育て支援サービスの充実

子育て家庭の孤立化・地域における養育力の低下など、専業主婦家庭等においても子育

ての不安や負担感が高まっています。

、 、 、これまでの児童福祉法は 保育に欠ける児童に対する対策が中心でしたが 平成1 5年

法が改正になり、すべての子育て家庭における児童の養育を支援し、子育てをしやすい環

境の整備を図ることといたしました。

このため、保育所や幼稚園、子育て支援センターにおける子育て支援サービスの充実に

努めます。

放課後児童の健全育成については、児童館で実施していますが、対策を必要とする児童

の受け入れに努めます。

、 、 。また 子育てに関する情報の提供や相談・助言については 引き続き実施していきます

資料：厚岸町次世代育成ニーズ調査回答

（１） 在宅における児童の養育を支援

福祉課Ｎｏ．０６ 児童手当の支給

事業の概要 「児童手当法」に基づく手当の支給（平成1 6 年度より対象児童を小学
校就学前から小学校３年生まで拡大）を行っていきます。

子育て支援サービスについて

7 2 .4 %

4 8 .3 %

2 7 .9 %

2 9 .4 %

3 9 .9 %

2 4 .8 %

3 0 .7 %

2 3 .5 %

1 .9 %

7 .4 %

3 4 .7 %

2 6 .3 %

9 5 .4 %

8 0 .8 %

3 6 .8 %

3 9 .0 %

9 1 .3 %

8 8 .5 %

0 .0 % 2 0 .0 % 4 0 .0 % 6 0 .0 % 8 0 .0 % 1 0 0 .0 %

児童館

子育て支援センター

青少年育成センター

親業入門講座

妊婦・子育て相談

もうすぐパパママ教室

知っている
利用経験
今後の利用
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教委：管理課Ｎｏ．０７ 就学援助費の支給（要保護及び準要保護）

事業の概要 経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対して、必要な援助
を行っていきます。

教委：管理課Ｎｏ．０８ 就園奨励費の支給（幼稚園）

事業の概要 保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減を行っていきます。

（２） 施設での養育を支援

福祉課Ｎｏ．０９ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）

事業の概要 児童館を利用して、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校低学
年の児童の健全育成、登録制により行っていきます。

（３） 保護者からの相談に応じ、必要な情報提供・助言

福祉課Ｎｏ．１０ 子育て支援センター事業

、 、保育所に併設された地域子育て支援センターは 保育所の機能を活用し
事業の概要 家庭内で保育している親子を対象として、育児不安等についての相談指

導、子育てサークルの育成を支援しています。
移動ルーム、移動サロンの充実を推進します。

（４） 子育て情報の提供

教委：生涯学習課Ｎｏ．１１ 子育て情報の提供

町民が参加できる町内の様々な事業をお知らせし、児童生徒が参加可能
事業の概要 な体験事業等がわかる「生涯学習カレンダー」を配布するとともに、町

のホームページでの情報提供を進めます。

福祉課Ｎｏ．１０ 子育て支援センター事業 （再掲）

、 、保育所に併設された地域子育て支援センターは 保育所の機能を活用し
事業の概要 家庭内で保育している親子を対象として、育児不安等についての相談指

導、子育てサークルの育成を支援しています。
移動ルーム、移動サロンの充実を推進します。

第３節 子育て支援環境づくり

子育てを行っているすべての家庭に対し、質の高い子育て支援サービスを提供できるよ

う、関係機関が連携し、子育て支援や児童の虐待防止を推進し、地域の中で子育て家庭を

支える環境づくりに努めます。
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福祉課Ｎｏ．１２ 民生委員・児童委員活動

地域における身近な相談者として、地域福祉の充実を図るとともに、児
童の健全育成や保護を必要とする児童の把握、支援を行っていきます。

事業の概要 さらに、児童福祉を専門に担当する主任児童委員と協力し、住民と協働
した福祉活動の展開や情報提供を行っていきます。
委員活動の充実や資質を高めるための研修を行っていきます。

福祉課Ｎｏ．１０ 子育て支援センター事業 （再掲）

、 、保育所に併設された地域子育て支援センターは 保育所の機能を活用し
事業の概要 家庭内で保育している親子を対象として、育児不安等についての相談指

導、子育てサークルの育成を支援しています。
移動ルーム、移動サロンの充実を推進します。

第４節 児童の健全育成

児童数の減少は、遊びを通じて仲間意識の形成や児童の社会性の発達に大きな影響があ

り、児童が地域の中で自由に遊び、安全に過ごす場の整備が必要です。

このため、児童館では、母親クラブの育成や親子のふれあい、多様な学習体験機会の提

供などを進めて、児童館を拠点とする地域活動を活発にしていきます。

さらに、自治会、老人クラブ、地域ボランティアの協力を得て、児童の健全育成を地域

全体で進めていきます。

また、いじめ、非行や不登校等の問題行動については、児童相談所・学校等の関係機関

と地域の連携を強化し、適切な対応に努めていきます。

資料：厚岸町次世代育成ニーズ調査回答

今後参加させたい地域活動

5 .4 %

8 .5 %

6 .9 %

1 0 .8 %

2 7 .7 %

9 .2 %

3 1 .5 %

0 .0 % 5 .0 % 1 0 .0
%

1 5 .0
%

2 0 .0
%

2 5 .0
%

3 0 .0
%

3 5 .0
%

リサイクル活動等の環境分野での社会貢献活動

子ども会等青少年団体活動

ホームステイ等の国際交流活動

高齢者訪問等の社会福祉活動

キャンプ等の野外活動

文化・音楽活動

スポーツ活動
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福祉課Ｎｏ．１３ 児童館運営事業

健全な遊びを通して、多様な経験を積みながら健康に育つように、児童
事業の概要 の集団的及び個別的指導を行っています。また、母親クラブや体験学習

等の場の提供と活動の育成を行っていきます。

福祉課Ｎｏ．１４ 地域組織の育成

事業の概要 母親クラブの地域組織活動の育成やその指導者の育成を図り、地域ボラ
ンティア等の協力を得て地域児童の健全育成活動の育成に努めます。

保健介護課Ｎｏ．１５ 保健福祉体験学習

小学生から高校生を対象に 「あみか２１」施設見学、車いす体験や盲、
事業の概要 目体験を通じて、保健・福祉に対する理解と関心を深め、健康な心身づ

くりに努めることを助長します。

教委：生涯学習課Ｎｏ．１６ 巡視・補導活動事業

青少年育成センターでは、青少年の非行防止のため、情報の収集・提供
、 、や関係機関及び団体の連絡調整を図り 専任補導員による巡視補導活動

事業の概要 祭典時の特別巡視・補導を行っていきます。
これら非行防止のため、連携を強化し、非行防止活動の充実を推進しま
す。

教委：生涯学習課Ｎｏ．１７ 厚岸町少年の主張大会

少年が日常生活の中で体験したり日頃考えていることなどを提言するこ
事業の概要 とにより、少年自らが社会の一員としての自覚と責任に目ざめ、健全な

心身の育成を助長し、青少年の健全育成に寄与します。

教委：生涯学習課Ｎｏ．１８ 人形劇公演／少年芸術鑑賞

事業の概要 幼児及び児童生徒を対象に芸術鑑賞の機会を拡充し、情操を培い人格の
育成を目指すとともに、少年の健全育成に寄与します。

教委：管理課Ｎｏ．１９ 厚岸町小中高児童生徒連絡協議会

児童生徒の実態を明らかにし、各学校の児童生徒指導の実践上の成果や
事業の概要 問題点を話し合い、指導上の課題解決に努めています。

関係機関と連携し効果的な児童生徒の指導を進めます。

地域子ども会育成連協Ｎｏ．２０ わんぱくパワー春の陣・駅伝大会

事業の概要 各自治会の子ども達が集まり、スポーツを通して親睦を深め、相互理解
と体力づくりが行われています。

福祉課Ｎｏ．２１ 厚岸町障害者（児）ふれあいフェスティバル

事業の概要 障害のある人とない人がノーマライゼーションの理念のもとに一同に会
し、交流し相互理解を深める取り組みを進めます。

福祉課Ｎｏ．０９ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） （再掲）

事業の概要 児童館を利用して、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校低学
年の児童の健全育成、登録制により行っていきます。
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第５節 世代間交流の促進

地域の社会資源を活用しながら、世代間交流を進め、高齢者も含めた地域全体で子育て

を支援する環境をつくります。

福祉課Ｎｏ．２２ 保育所地域活動事業

事業の概要 保育所における地域活動として、保育所と地域の人々との世代間交流を
促進します。

教委：生涯学習課Ｎｏ．２３ 高齢者と少年少女ふれあいのつどい

小学生と高齢者が相集い、地域文化の伝承や生活伝承体験学習などを通
事業の概要 じて、相互理解を深めるとともに、世代間交流を通して、他人への思い

やりや協調性・社会性などを身につけます。
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第２章 母と子どもの健康の確保・増進

【動向】

○ 晩婚化が進む一方、若年出産が増加している。

○ 育児不安や子どもへの虐待、子どもの心の病気などの問題が深刻化してい

る。

【課題・方向性】

○ 母と子どもの心と体を守る健診の充実を図る。

○ 妊娠や出産、子育てへの不安を軽減していく相談・指導体制の充実を図る。

○ 中高生や初めて子どもを持つ若い世代を対象に、妊娠、出産、子育てなど

について学習する機会の提供に努めるとともに、性や性感染症予防に関する

正しい知識の普及を図る。

施策の目標 実施施策

� 子どもや母親の健康の確保

２．母と子どもの健康の確保・増進 � 食育の推進

� 思春期保健対策の充実

� 小児医療の充実
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第１節 子どもや母親の健康の確保

都市化や核家族化の進展などによる社会環境の変化は、妊娠・出産・子育て不安を深刻

化させており、母性並びに乳幼児の健康の確保が必要となっています。

このため、妊娠・出産・新生児期及び乳幼児期における健康診査や保健指導の充実を進

めるとともに、妊娠・出産から育児へと総合的・継続的な相談・指導体制の確保を図り、

母性の健康確保と子どもが健やかに育つ環境の整備を進めていきます。

さらに、妊娠・出産や育児の情報・出産準備や子どもの事故防止など親となるために必

要な知識を習得する学習機会の提供を図っていきます。

資料：厚岸町次世代育成ニーズ調査回答

保健介護課Ｎｏ．２４ 母子健康手帳の交付及び妊婦一般健康診査事業

妊娠の届出があった妊婦に対し母子健康手帳の交付と、妊婦一般健康診
事業の概要 査受診票を妊娠前期、後期に各１枚交付し、専門医療機関を受診するこ

とにより妊婦の健康保持・増進を図ります。

保健介護課Ｎｏ．２５ もうすぐパパ・ママ教室事業

妊娠中の夫婦を対象に、保健師・助産師による講話、妊婦間の交流など
を行っています。

事業の概要 教室では、妊娠・出産・育児に必要な情報・知識・技術を通して、夫の
育児参加意識を高め、親になる心構えを養うとともに、育児仲間づくり
となる事業を進めます。一人でも多くの人が参加できる教室づくりに努
めます。

保健介護課Ｎｏ．２６ 妊産婦・新生児・乳幼児訪問事業

初妊婦やハイリスク妊産婦の出産や育児に関する健康管理と不安などを
解消できるよう、健康増進（特に飲酒、喫煙、妊娠中毒症）に関する指

事業の概要 導を行っています。また、新生児が誕生した全ての家庭への訪問指導を
行っています。
生活環境や健康などで不安を持つ妊産婦、経過観察が必要なお子さん、
育児不安を持つ家庭を訪問し指導に努めます。

子育てサービスの利用経験

3 0 .7 %

2 3 .5 %

1 .9 %

7 .4 %

3 4 .7 %

2 6 .3 %

0 .0 % 1 0 .0 % 2 0 .0 % 3 0 .0 % 4 0 .0 %

児童館

子育て支援センター

青少年育成センター

親業入門講座

妊婦・子育て相談

もうすぐパパまま教室
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保健介護課Ｎｏ．２７ 先天性股関節脱臼検査

生後３ヶ月から４ヶ月の間に、専門の医療機関に委託して検査を行い、
事業の概要 疾病の早期発見に努めます。

疾病を早期に発見し治療することにより、乳児期の健康を維持するため
事業を進めます。

保健介護課Ｎｏ．２８ 乳幼児健康診査事業

身体計測、問診、観察、診察などで、心身の発達確認を行い疾病や心身
事業の概要 障害の早期発見、早期治療・早期療育を促します 。。

乳幼児の健全な発育発達を促すため引き続き実施します。

保健介護課Ｎｏ．２９ 歯科検査及びフッ素塗布事業

幼児を対象に、小児歯科専門医療機関に委託して行っています。
事業の概要 フッ素塗布にあわせた歯科検診により、幼児の虫歯予防の啓発を進めま

す。

保健介護課Ｎｏ．３０ 妊婦・子育て相談事業

毎月第１・３・５月曜日に、妊娠中の健康管理や乳幼児の発育・発達・
生活習慣及び栄養など 妊娠や育児上の心配事に対応できるよう職員 保、 （

事業の概要 健師、助産師、栄養士）を配置しています。
引き続き経過観察が必要な場合は、継続した支援を行っていきます。
乳幼児等の健康保持・増進につながることから事業を進めます。

まちづくり推進課 保健介護課Ｎｏ．３１ あかちゃん相談・わが家のホープ

生後４ヶ月と７ヶ月児及び育児に不安を持つ人を対象に、毎月乳児の発
育・発達・生活習慣などについての育児支援を行っています。
乳児期からの栄養相談・指導・虫歯の予防、親子ふれあい遊び等の育児

事業の概要 指導で生活習慣の自立などの育児支援を行い、乳児期の健全な発育・発
達を促すため引き続き実施します。
毎月発行の広報あっけしでは、あかちゃん相談（７ヶ月児）に来られた
お子さんを「わが家のホープ」コーナーで紹介し、子育ての応援を行っ
ていきます。

保健介護課Ｎｏ．３２ ※）産じょく期ハイリスク早期支援事業（新規）

赤ちゃんを出産した後（６～８週間まで）は身体的にも精神的にも不安
定で、母親の育児不安がもっとも高まる時期です。

、 、事業の概要 問診項目で 母親の心の状態と母親自身の抱える問題を把握することで
育児不安や産後うつ病を早期に発見するとともに、虐待予防に結び付け
る事業の検討を進めます。

※）産じょく期：分娩後、母体が常態に回復するまでの期間、通常６～８週間とする
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第２節 食育の推進

朝食欠食などの食習慣の乱れが、子どもの心と体の健康問題に大きく関係しており、乳

幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、食を通じた豊かな人間形成や

家族関係づくりによる心身の健全な育成を図ることが求められています。

このため、保育所や学校との連携を進めて、乳幼児期から思春期までの発達段階に応じ

た食の助言や食事づくり等の体験学習を進めるとともに、給食調理に関する栄養士・調理

師の研修会や食に関する情報の提供を図っていきます。

資料：平成1 6年度保育所給食アンケート

保健介護課Ｎｏ．３３ 保育所調理担当者会議

認可保育所の調理担当者を対象に、毎月食事の作り方、栄養価の計算、
事業の概要 アレルギー対応等の研修会を行っています。

保育所に入所している児童の食育の推進など健康管理を含め、栄養面や
アレルギー等に配慮した指導を進めます。

保健介護課Ｎｏ．３４ 妊婦・乳幼児栄養指導

母体の健康及び胎児の発育、乳幼児期の栄養指導は健康と食習慣形成の
事業の概要 上で重要であり、パパ・ママ教室、あかちゃん相談、各種相談などで行

っていきます。
個人の状況や発達段階にあわせた栄養指導を進めます。

保健介護課Ｎｏ．３５ 保育所栄養士による栄養改善事業・親と子の料理教室

保育所では、栄養バランスのとれた変化のある食事、いろいろな味覚に
事業の概要 挑戦させ、食べる楽しさや食事のマナーなど、望ましい食生活・習慣の

定着に努めます。また、親と子の料理教室などで保護者に対して食習慣
の啓発活動を行っていきます。

教委：学校給食センターＮｏ．３６ 学校栄養職員による食指導の実施

小・中学校において子ども達に正しい食事のあり方や望ましい食習慣を
身に付け、健康管理ができることなどを目指して、学校栄養職員あるい

事業の概要 は新たに導入される栄養教諭による食に関する指導を行っていきます。
子ども達が食に興味・関心を持ち、自分自身を大切に考えることができ
るよう指導を進めます。

保育所入所児童の朝食の様子
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第３節 思春期保健対策の充実

1 0 代の人工妊娠中絶、若年出産や性感染症罹患率が増える傾向にあり、また、喫煙、

の問題が顕在化しています。このため、学校教育においては、児童生徒の発達段階に応じ

て各教科、道徳、特別活動を通じて性教育、喫煙防止教育を実施していますが、今後さら

に医療機関、保健機関などと連携を深めながら性や性感染症の教育、喫煙に関する正しい

知識の普及・啓発を図っていきます。

1 9歳以下での出産の推移

資料：釧路・根室地域保健情報年報（各年１２月３１日現在）

保健介護課Ｎｏ．３７ 思春期ふれあい体験学習

思春期における男女の役割と責任を生理学、倫理学面から体験的に理解
し、性に対する健全で現代社会にふさわしい性道徳の学習活動を、学校

事業の概要 と連携して行っていきます。
助産師や保健師と学校関係者が連携し、体験学習を行い、児童生徒への
正しい知識の普及と保護者への啓発に努めます。

教委:管理課Ｎｏ．３８ 中高生喫煙防止推進モデル事業

学校教育において児童生徒の心身の発達における健康で安全な生活を送
るための基礎づくりを行うため、喫煙防止に関する認識を深め、現在及

事業の概要 び将来において健康的な生活を送る態度を育成する教育を進めていきま
す。
医療機関や関係機関と連携し、児童生徒の健康な生活を築こうとする態
度の育成と保護者への啓発に努めます。
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第４節 小児医療の充実

小児医療については、広域的な中で対応し、医療機関、保健機関と連携し保健指導等に

より安心して子どもを生み、子ども達が健康で暮らせる環境づくりを進めます。

予防接種により子ども達の疾病の発生及び蔓延を予防するとともに、いつでも相談でき

る窓口、育児相談の充実を図っていきます。

保健介護課Ｎｏ．３９ 予防対策事業

感染症の発生及び蔓延予防のため、法で定められた定期の予防接種を行
っています。
各予防接種は、総合的に９０パーセントの接種率を維持しており、一層
の接種率の向上を目指すとともに、疾病の発症及び蔓延の防止に努めま

事業の概要 す。
小中学校では、学校医による健康診断を行い病気の予防、保健指導を行
っています。
児童生徒の保健指導等の充実を図ります。
電話を活用した育児相談を行っていきます。

、 。安心して相談できるよう 関係機関と連携し相談体制の充実を図ります

町民課Ｎｏ．４０ 乳幼児に係る医療費の助成

事業の概要 「厚岸町乳幼児医療費の助成に関する条例」に基づく６歳に達する年度
末までの乳幼児を対象とした医療費の助成を行っています。
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【動向】

○ 児童虐待の増加や校内暴力、いじめ、不登校、非行といった子どもの心の

問題が深刻化している。

○ 少子化の進行や、地域における地縁的なつながりが希薄になっている。

○ 親の間では、子どもの教育やしつけの仕方がわからないといった育児に悩

む親が増えている。

【課題・方向性】

○ 家庭の教育力の向上を図る。

○ 学校や地域の協力を得ながら、親からの相談体制の充実を図る。

○ 若い世代から親の役割や責務を自覚できる社会環境づくりに努める。

○ 子ども一人ひとりが自らの能力を伸ばし、生き生きと学校生活を送ること

ができる「子どもが主役の学校づくり」に努める。

○ 学校と地域とが連携しながら、教職員の創意工夫による教育活動など、特

色ある学校づくりに努める。

○ いじめ・不登校、非行などの課題解決に向けた、教育活動に努める。

○ 体験活動を通した親子のふれあいや世代間交流を図るなど、子どもの健全

育成を推進する。

施策の目標 実施施策

� 次代の親の育成

３．子どもの教育環境の整備 � 学校の教育環境等の整備

� 家庭や地域の教育力の向上

� 有害環境対策の推進
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第１節 次代の親の育成

乳幼児に接する機会が少ないまま親になる世代が増えています。このため、子育ての楽

しさや子どもを生み育てることの意識、男女が協力して家庭を築くことの大切さについて

啓発していくことが必要です。

学校教育における総合的な学習や体験学習などを通して保育所や幼稚園・児童館に通所

する乳幼児・児童とふれあう機会を広げるとともに、異なる年齢の子や世代間の交流・親

と子の交流事業の拡大に努めていきます。

教委：生涯学習課Ｎｏ．４１ 親業学習会／親業訓練入門講座

お互いの心が通じ合う親子のあり方を学習し家庭教育機能の回復を進め
ます。

、 、親業学習会は 子育て支援センターを利用する親を対象に講話を実施し
事業の概要 親子の絆を深め、豊かな家族関係を実現するために、親としての役割を

考え、コミュニケーションのあり方について理解を深めます。
親業訓練入門講座では、グループディスカッションやロールプレイ等の
体験学習を通じてコミュニケーション能力を技術として身に付けます。

教委：生涯学習課Ｎｏ．４２ 新入学児童保護者説明会「子育て講話」

新入学児童の保護者説明会時に保護者を対象とした子育て講話を行い、
事業の概要 豊かな家族関係を実現するため、学校との信頼関係を築きながら子育て

に関する意識の啓発を図ります。

農業委員会 産業振興課Ｎｏ．４３ 農業後継者対策

外出機会の少ない酪農青年に、女性との出会いの場を提供し、民泊を通
じ、交流やパーティー・バスツアー・農作業体験に参加してもらう等、

事業の概要 花嫁対策への支援に努めます。
また、酪農に関心を持ち情熱のある女性を受入、実習を通じた地域酪農
の理解と農業発展への支援を行います。

福祉課Ｎｏ．２２ 保育所地域活動事業 （再掲）

事業の概要 保育所における地域活動として、保育所と地域の人々との世代間交流を
促進します。

保健介護課Ｎｏ．３７ 思春期ふれあい体験学習 （再掲）

思春期における男女の役割と責任を生理学、倫理学面から体験的に理解
し、性に対する健全で現代社会にふさわしい性道徳の学習活動を、学校

事業の概要 と連携して行っていきます。
助産師や保健師と学校関係者が連携し、体験学習を行い、児童生徒への
正しい知識の普及と保護者への啓発に努めます。
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第２節 学校の教育環境等の整備

次代の担い手である子どもは、活気にあふれた学校生活を送り、社会の変化の中で主体

的に生きていくことができるよう、個性豊かに生きる力を伸ばしていくことが必要です。

このため、※）ティームティーチングや少人数指導などを進めて、学力の向上を図ると

ともに、いじめ、不登校など児童・生徒の課題に対する相談指導体制の充実やスポーツの

振興に努めるなど、心も体も健やかに育つ環境を整えていきます。

魅力ある学校づくりを進めるため、学校施設については、学習内容・指導方法等の多様

化に対応した環境づくりやその整備に努めていきます。

また、児童数の状況により、幼稚園・保育所のあり方を検討していきます。

（１） 確かな学力の向上

教委：管理課Ｎｏ．４４ ティームティーチング、少人数指導の実施

３校、５名の指導方法工夫改善による教員の加配を行うとともに、各学
、 、事業の概要 校で学校課題 児童生徒の学習状況に応じてティームティーチング指導

少人数指導を行っています。
児童生徒の実態に合わせた指導を行うなど充実に努めます。

教委：生涯学習課Ｎｏ．４５ 総合的な学習の時間の支援

子どもたちが自ら課題を見つけ、学び方や考え方、問題の解決や探索活
事業の概要 動を主体的・創造的に取り組む態度の育成を行っています。

各学校で創意工夫をこらした学習内容に合わせて 様々な教育活動で 厚、 『
岸もの知り電話帳』を活用した学習内容の充実を支援します。

教委：情報館Ｎｏ．４６ 移動図書館バスの運行

、 、 、情報館本館や分館から遠距離にある地域や へき地の小中学校 保育所
事業の概要 集会所などを主な駐車場として、絵本や図書、紙芝居等２，０００点を

積載し貸出等の図書館業務を行っていきます。

※）ティームティーチング：複数の教師が協力しあって指導にあたること。

（２） 豊かな心の育成

教委:管理課Ｎｏ．４７ スクールカウンセラー、心の教室相談員の配置

スクールカウンセラーを中学校２校、心の教室相談員を中学校１校に配
事業の概要 置し、いじめ・不登校等への対応、問題行動等の防止に向けて教師と連

携を行っています、
保護者も含めた相談体制の充実を図ります。

教委：生涯学習課Ｎｏ．４８ 村山市・厚岸町子ども交流会

友好都市である山形県村山市と厚岸町の子ども達が、お互いの地域の風
事業の概要 土や文化にふれ、野外活動交流を通して子ども達の感性豊かな人格形成

に寄与していきます。
環境政策課Ｎｏ．４９ 学校版ＩＳＯ

環境保全活動に取り組む学校を「環境保全実践活動実践校」として町が
事業の概要 認定しています。

児童生徒の環境問題意識の高揚を図り、健全な子育て育成への支援を進
めます。
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（３） 健やかな体の育成

教委：体育振興課Ｎｏ．５０ スポーツ少年団認定員養成講習会のＰＲ・勧奨

釧路管内スポーツ少年団連絡協議会主催の講習会の案内を関係団体（体
事業の概要 育協会加盟団体・スポーツ少年団等）に周知するなどのＰＲや資格取得

の勧奨を行っており、広い分野の認定員充実の支援に努めます。

（４） 信頼される学校づくり・魅力ある学校づくり

教委：管理課Ｎｏ．５１ 学校改築の実施

事業の概要 老朽化により危険な状態にある真龍小学校の改築を行っていきます。

（５） 幼児教育の支援

教委：管理課Ｎｏ．５２ 幼児教育支援事業（運営支援）

事業の概要 幼稚園に対し教育の向上発展を図るための支援を行っており、幼児教育
の充実に努めます。

第３節 家庭や地域の教育力の向上

核家族化や地域的つながりの希薄化は、家庭や地域における教育力の低下となって現れ

ています。

このため、地域における子育てサービスや子育て情報の提供、乳幼児健診や子育ての相

談の充実を図り、家庭における養育機能の向上に努めていきます。

また、社会福祉協議会の活動や生涯学習などとの連携のもと、地域の福祉教育の充実に

努めるなど、地域・家庭・学校が一体となって、それぞれの教育機能を生かした学習のた

め、学校と地域相互の教育力の向上を図り、心豊かな、生き生きとしたコミュニティづく

りに努めます。

さらに、子育てサークルの育成や子ども会活動の活発化に努めるなど、地域における人

と人との結びつきを強めていきます。

（１） 家庭教育への支援の充実

教委：情報館Ｎｏ．５３ ブックスタート事業

親子の絆が一層深まることを願い、職員や保健師、ボランティアが協働
事業の概要 で「赤ちゃんが絵本を開く時間の喜びや大切さ」などのメッセージを直

接伝えていきます。
絵本を通して赤ちゃんと保護者の楽しい時間づくりを進めます。
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教委：生涯学習課Ｎｏ．５４ 生涯学習講演会・子育て学習講座

生涯学習講演会では、町民の多様化、高度化した教育的・文化的な学習
要求に対応した学習機会の場の提供として、家庭教育に係る講演会を取

事業の概要 り入れていきます。
子育て学習講座では、町内各小中学校のＰＴＡ等が行う研修会時に子育
て講話を行い、ＰＴＡ会員一人ひとりが主体的となるような実践活動の
取り組みを行っていきます。

社会福祉協議会Ｎｏ．５５ 生き生きサロン事業

高齢者を対象に実施している生き生きサロン事業は、レクリエーション
への参加や外出機会を増やし楽しい時間を過ごすことによって、お互い

事業の概要 の交流を深める思いでづくりとなる場の提供を行っています。
若い世代や子どもの自由な参加を促し、地域のつながりを呼び戻す展開
を進めます。

教委：情報館Ｎｏ．４６ 移動図書館バスの運行 （再掲）

、 、 、情報館本館や分館から遠距離にある地域や へき地の小中学校 保育所
事業の概要 集会所などを主な駐車場として、絵本や図書、紙芝居等２，０００点を

積載し貸出等の図書館業務を行っていきます。

福祉課Ｎｏ．１０ 子育て支援センター事業 （再掲）

、 、保育所に併設された地域子育て支援センターは 保育所の機能を活用し
事業の概要 家庭内で保育している親子を対象として、育児不安等についての相談指

導、子育てサークルの育成を支援しています。
移動ルーム、移動サロンの充実を推進します。

教委：生涯学習課Ｎｏ．１１ 子育て情報の提供 （再掲）

町民が参加できる町内の様々な事業をお知らせし、児童生徒が参加可能
事業の概要 な体験事業等がわかる「生涯学習カレンダー」を配布するとともに、町

のホームページでの情報提供を進めます。

（２） 地域の教育力の向上

まちづくり推進課Ｎｏ．５６ 食文化のまちづくり事業

地場産品を活用し、家庭料理に活かされる料理技術の向上と健康増進を
進めるため 「ホームクッキングジュニアリーダー」の育成を行ってい、

事業の概要 きます。
料理面から家庭への支援、地域の子育てと児童生徒の健全な育成に取り
組む食文化のまちづくりを進めます。

教委：情報館Ｎｏ．５７ 読み聞かせボランティア

事業の概要 乳幼児から児童生徒まで、絵本に親しむことの楽しさを伝え、絵本の普
及と読み聞かせを行っていきます。

教委：体育振興課Ｎｏ．５８ 水泳教室

事業の概要 幼児と小学生を対象に、水慣れ遊び等を通して水泳力を育て、楽しさと
喜びの助長を促します。

教委：体育振興課Ｎｏ．５９ 親子スケート教室

事業の概要 幼児と親を対象に、スケートで立つ・歩く・転ぶなどを学び、親子のふ
れあいを大切に冬のスポーツの楽しさと喜びの助長を促します。
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（第３章 子どもの教育環境の整備）

厚岸消防署Ｎｏ．６０ 幼年・少年消防クラブ活動

幼年期の頃から正しい火災予防の知識と技術を身につけ、将来、火災予
防を習慣として実行する社会人となってもらうために、火災予防に対す

事業の概要 る努力と工夫をクラブを通じて実行し、クラブ員がお互いに協力し、学
習し、活動していきます。

各少年団Ｎｏ．６１ 少年団活動

様々な文化やスポーツに親しむとともに、その活動を通して児童の健全
事業の概要 育成を図るため、少年団を組織し、地域に根ざした活動を行っていきま

す。

教委：体育振興課Ｎｏ．５０ スポーツ少年団認定員養成講習会のＰＲ・勧奨 （再掲）

釧路管内スポーツ少年団連絡協議会主催の講習会の案内を関係団体（体
事業の概要 育協会加盟団体・スポーツ少年団等）に周知するなどのＰＲや資格取得

の勧奨を行っており、広い分野の認定員充実の支援に努めます。

第４節 有害環境対策の推進

書店やメディアで性や暴力に関する有害情報による子どもへの悪影響が懸念されていま

す。

このため、環境浄化活動などにより、関係機関や地域住民と連携協力し、関係業界に自

主的措置を取るよう働きかけていきます。

教委：生涯学習課Ｎｏ．６２ 環境浄化活動

青少年育成センターでは、金物店、文具店、酒・たばこ取扱店等の巡回
事業の概要 及びビデオ自動販売機撤去等、青少年に悪影響を及ぼすと思われる有害

な環境がなくなるよう関係業界に働きかけていきます。
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第４章 子育てを支援する生活環境の整備

【動向】

○ 町では、安全でゆとりある生活環境など、豊かで快適な地域づくりを目指

している。

○ 厚岸町の優れた特性である豊かな自然環境を保全し、子どもの育ちにやさ

しい地域環境をつくり、これらの財産を次の世代に引き継ぐことは、重要な

使命となっている。

【課題・方向性】

○ 公共空間の確保や子育てに配慮した住環境の質的向上を推進する。

○ 「子育てバリアフリー」の推進に努め、安全・安心で快適なまちづくりを

行い、気軽に乳幼児を連れて歩けるまちづくりを推進する。

施策の目標 実施施策

� 良質な住宅の確保

� 良好な居住環境の整備

４．子育てを支援する生活環境の整備 � 安全な道路交通環境の整備

� 安心して外出できる環境の整備

� 安全・安心まちづくりの推進
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（第４章 子育てを支援する生活環境の整備）

第１節 良質な住宅の確保

子育てを担う若い世代が求める、広くゆとりある住宅の確保ができるよう、住宅情報の

提供に努めます。

建設課Ｎｏ．６３ 町営住宅の公募

部屋数の多い町営住宅への入居は、世帯員の多い世帯としており、今後
事業の概要 も引き続き対応していくとともに、母子世帯の入居への配慮について検

討します。

第２節 良好な居住環境の確保

室内空気環境の安全性を確保する観点から※）シックハウス対策を推進します。

建設課 教委：管理課Ｎｏ．６４ シックハウス対策の推進

シックハウスは、居住する者の健康に悪影響を及ぼすものです。
事業の概要 新築や増築を行う建物については、建築基準法に基づいて指導を行うと

ともに、学校等では、室内空気環境の検査を行っていきます。

※）シックハウス：建材中の薬品によって、頭痛、目の痛み、はき気などが起こる。

第３節 安全な道路交通環境の整備

子どもや子ども連れの親等が安全に、安心して歩くことができるような道路交通環境を

確保するため、生活道路の整備を図ります。

建設課Ｎｏ．６５ 生活道路の整備

事業の概要 道路、歩道の整備を図ります。
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（ ）第４章 子育てを支援する生活環境の整備

第４節 安心して外出できる環境の整備

、 、 、 、 、妊産婦 乳幼児連れの親など あらゆる人たちが安心して外出できるよう 道路 公園

公共交通機関、公共的建築物等において段差の解消などの※１）バリアフリー化を推進し

ます。

また、子育て世帯が安心して利用できるトイレ等の整備を推進します。

建設課Ｎｏ．６６ 公共建築物の※２）ユニバーサルデザインの推進

新たに建設される公共建築物については、多目的トイレを設置していき
事業の概要 ます。

施設によりトイレ内にベビーシートを設置するなど、整備を図ります。

建設課 まちづくり推進課Ｎｏ．６７ 公園・憩いの広場整備事業

子ども達が安心して利用できるように、遊具の修繕や水洗化の整備を行
事業の概要 っていきます。

地域住民による主体的な維持管理で、安心して利用できる施設環境の整
備ができるよう支援します。

※１）バリアフリー：高齢者や身体障害者が道路や公共施設などで不自由がないように、

階段や段差などの障害を除去したりすること。

※２）ユニバーサルデザイン：障害のある人、ない人の区別なく、すべての人にとって使い

やすい形状や機能が配慮された造形や設計のこと。

第５節 安全・安心まちづくりの推進

子ども、子ども連れの親などを犯罪等から未然に防ぐため、道路、公園等の公共施設等

について、犯罪等の防止に配慮した環境づくりに努めます。

教委：生涯学習課Ｎｏ．６８ 社会を明るくする運動

事業の概要 犯罪や非行の防止などの理解を深め、明るい社会を築く街頭パレードを
実施していきます。

建設課Ｎｏ．６５ 生活道路の整備 （再掲）

事業の概要 道路、歩道の整備を図ります。
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第５章 職業生活と家庭生活との両立の推進
【動向】

○ 家庭生活よりも職場生活が優先され、長時間労働も当然とされている。

○ 職業以外における家事、育児、介護等は、ほとんどを女性が担っている。

○ 仕事と家庭の両方を担ってきた女性が、出産、子育てをためらう傾向がみ

られる。

【課題・方向性】

○ 仕事と子育てが両立できる職場環境の整備を推進する。

○ 家庭における男女の役割分担などの見直しを含めた、新しい※）ライフスタイ

ルの啓発に努める。

○ 男女ともに子育てに参画できる環境づくりに努める。

○ 結婚、出産後も希望する女性が仕事を続け、出産、子育て後も職場へ復帰

ができるよう、職場環境の整備を推進する。

施策の目標 実施施策

� 男性を含めた働き方の見直し・多様

５．職業生活と家庭生活との両立の推進 な働き方の実現

� 仕事と子育ての両立の推進

※） ライフスタイル：衣食住、交際、娯楽などの生活の様式および生活の行動や

様式形づくる考え方や習慣のこと。
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（第５章 職業生活と家庭生活との両立の推進）

第１節 男性を含めた働き方の見直し・多様な働き方の実現

男女ともに充実した家庭生活を送るため、仕事時間と生活時間のバランスが取れる多様

、「 」 。な働き方を選択できるようにするとともに 働き方の見直し を進めることが必要です

このため、職域、地域等における固定的な役割分担意識の解消や職場優先の意識是正の

ため、国、道、関係団体や地域住民と連携を図りながら、啓発・啓蒙、情報の提供に努め

ていきます。

教委：生涯学習課Ｎｏ．６９ 男女共同参画プラン推進協議会

男女共同参画に向けた意識づくりに取り組んでいます。
事業の概要 今後、行政への政策・方針決定過程への女性の登用促進を進め、問題点

の抽出及び課題の解決策に取り組み、町の施策に反映するように努めま
す。

第２節 仕事と子育ての両立の推進

仕事と子育ての両立を支援するため、多様な保育需要に応じた保育サービスの充実に努

めます。

また、関係機関や企業等との連携、協力のもとに結婚・出産後も仕事を続けることがで

きるよう取り組みを進めていきます。

仕事と子育てを両立させる上で大変と感じること

資料：厚岸町次世代育成ニーズ調査回答

5 .8 %

2 7 .5 %

1 .1 %

0 .7 %

8 .7 %

4 .3 %

3 6 .2 %

1 5 .6 %

4 .5 %

3 1 .6 %

1 .7 %

2 .8 %

6 .2 %

2 .3 %

3 5 .0 %

1 5 .8 %

0 .0
%

5 .0
%

1 0 .
0 %

1 5 .
0 %

2 0 .
0 %

2 5 .
0 %

3 0 .
0 %

3 5 .
0 %

4 0 .
0 %

その他

子どもと接する時間が少ない

子供の面倒を見てくれる保育園などが見つからない

子どもの他に面倒を見なければならない人がいる

職場の理解が得られない

家族の理解が得られない

自分が病気・怪我をした時や子どもが急に病気に
なった時に代わりに面倒を見る人がいない

急な残業が入ってしまう

小学校児童
就学前児童
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（ ）第５章 職業生活と家庭生活との両立の推進

まちづくり推進課 福祉課Ｎｏ．７０ ※）ファミリーサポートセンター事業（新規）

仕事と家庭の両立に十分配慮し、一時保育等（病後児保育を含む）の利
事業の概要 用により多様で柔軟な働き方ができるよう、育児の援助を行いたい者と

育児の援助を受けたい者からなる相互援助活動の検討を進めます。

町立厚岸病院Ｎｏ．７１ 院内託児所の設置

事業の概要 看護職員の確保、離職防止と再就職を促進します。

福祉課Ｎｏ．０１ 認可保育所環境整備事業 （再掲）

保護者の労働又は疾病などの理由により、保育に欠ける児童の保育を行
っていきます。

事業の概要 保育所の受入定数については、ほぼ充足されていますが、今後、社会情
勢等を見ながら効率的な運営について検討を進めます。
建物の老朽化が進んでいる保育所については、施設環境の改善に努めま
す。

福祉課Ｎｏ．０４ 早朝居残り保育事業 （再掲）

事業の概要 保護者の仕事等のため、通常の保育所の開所時間を超えて児童の保育を
希望する場合に行っていきます。

※）ファミリーサポートセンター事業：会員登録制度を利用して、数時間子どもを預けた

り預かったりする相互援助事業
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第６章 子ども等の安全の確保

【動向】

○ 交通マナーの低下、あるいは交通ルール違反などが多く見られる。

○ 交通弱者である子どもやお年寄りなどが事故に遭っている。

○ 小学生が不審者に脅かされる等の事案が身近で起こっている。

【課題・方向性】

○ 交通ルールの習得と交通安全啓発を推進する。

○ 歩行者の視点に立ったまちづくりに努める。

○ 日常生活での子どもの安全確保に努める。

施策の目標 実施施策

６．子ども等の安全の確保 � 交通安全教育の推進

� 犯罪等の被害防止活動
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（第６章 子ども等の安全の確保）

第１節 交通安全教育の推進

子ども等を交通事故から守るため、警察、学校、自治会など関係団体等と連携した協力

体制の強化を図るとともに、交通マナーの習得など交通安全教育の徹底や※）チャイルド

シートの使用、さらにはＳＳ（スピードダウン・シートベルト着用）運動の展開など総合

的な交通事故防止対策を推進します。

資料：厚岸町総務課

町民課Ｎｏ．７２ 交通安全教室

小学校を対象として、厚岸警察署の協力により、ダミーや自転車を使っ
事業の概要 た参加・体験・実践型の交通安全教室を行っており、内容の充実に努め

ます。

町民課Ｎｏ．７３ チャイルドシートの貸出事業

事業の概要 役場では、希望する保護者に対してチャイルドシートの無料貸し出しを
行っていきます。

※）チャイルドシート：乗用車などに取りつける幼児専用の座席

チャイルドシート等の貸し出し数
4 1

3 8

2 7

1 3

2 1

6
2 0

0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5

H 1 2 H 1 3 H 1 4 H 1 5

（台）

チャイルドシート
ベビーシート
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（第６章 子ども等の安全の確保）

第２節 犯罪等の被害防止活動

子どもを犯罪等の被害から守るため、通学路に居住する地域の協力のもとに、警察等関

係機関との情報交換や迅速な犯罪等の情報提供と対応を進めます。

町民課Ｎｏ．７４ 町防犯協会への支援

子どもを犯罪等の被害から守る安全活動の推進、防犯ブザーの配布、街
事業の概要 頭キャンペーンや広報活動の推進、不審者対応訓練の実施等、防犯活動

を行っており、今後も支援します。

建設課Ｎｏ．７５ 防犯灯・街路灯の管理

事業の概要 防犯灯・街路灯の維持管理を行っており、夜間における町民の防犯と交
通安全に努めます。

厚岸警察署Ｎｏ．７６ 子ども１１０番

危険を感じた子どもがかけ込むことができる「子ども１１０番 （コン」
事業の概要 ビニエンスストアー、新聞販売店、郵便局、理髪店）との連携を強める

とともに、地域ぐるみでの子どもを守る取組を促進します。

教委：生涯学習課Ｎｏ．６２ 環境浄化活動 （再掲）

青少年育成センターでは、金物店、文具店、酒・たばこ取扱店等の巡回
事業の概要 及びビデオ自動販売機撤去等、青少年に悪影響を及ぼすと思われる有害

な環境がなくなるよう関係業界に働きかけていきます。
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第７章 支援を必要とする児童への取組の推進

【動向】

○ 児童虐待に関する相談件数は、増加する傾向にある。

○ 離婚の増加等により、母子家庭等のひとり親家庭が増えていると考えられ

る。

○ 障害のある子どもを持つ子育て家庭は、社会的な不安を抱えている。

○ ひとり親家庭における子育ては、経済的・社会的に不安定な状態にある。

【課題・方向性】

○ 児童虐待の防止と早期発見、早期支援を促進する。

○ 親と子どもの問題行動に地域全体で対応する仕組みづくりに努める。

○ ひとり親家庭における自立した社会生活の支援を推進する。

○ 障害のある子どもの健全な発達を支援し、地域で安心して生活できる環境

づくりに努める。

施策の目標 実施施策

� 児童虐待防止対策の充実

７．支援を必要とする児童への取組の推進 � 母子家庭等の自立支援の推進

� 障害児施策の充実
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（第７章 支援を必要とする児童への取組の推進）

第１節 児童虐待防止対策の充実

児童虐待が顕在化しており、早期発見・早期対応が求められています。

厚岸町保健福祉総合センター・児童相談所を中心とする関係機関のネットワークを確立

し、児童虐待の発生予防から早期発見・保護・※１）アフターケアに至る総合的な支援を

進めていきます。

保健介護課Ｎｏ．７７ 児童虐待予防※２）ケアマネジメントシステム事業

４ヶ月児の養育者を対象に問診項目で生活・子育て環境を把握し、早期
事業の概要 支援を行っています。

子育て支援の必要な家庭の早期支援に結びつくため事業を進めます。

福祉課Ｎｏ．１２ 民生委員・児童委員活動 （再掲）

地域における身近な相談者として、地域福祉の充実を図るとともに、児
童の健全育成や保護を必要とする児童の把握、支援を行っていきます。

事業の概要 さらに、児童福祉を専門に担当する主任児童委員と協力し、住民と協働
した福祉活動の展開や情報提供を行っていきます。
委員活動の充実や資質を高めるための研修を行っていきます。

※１）アフターケア：事後の更生指導

※２）ケアマネジメント：虐待防止のためのニーズ把握、プラン作成、サービス提供など

第２節 母子家庭等の自立支援の推進

、 、母子家庭等のひとり親家庭は 子育てをする上で経済的・社会的に不安定な状態にあり

家庭生活においても多くの問題を抱えています。

ひとり親家庭等に対する社会的自立に必要な情報の提供と必要な経済的支援を図るとと

もに、保育所への入所など生活実態に応じた支援に努めていきます。

離婚率

資料：釧路・根室地域保健情報年報（各年1 2月3 1 日現在）

注：離婚率とは、人口千人当たりの離婚件数を示す率
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（ ）第７章 支援を必要とする児童への取組の推進

町民課Ｎｏ．７８ ひとり親家庭等に係る医療費の助成

「 」事業の概要 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
、 。に基づく母又は父 及び子を対象とした医療費の助成を行っていきます

福祉課Ｎｏ．１２ 民生委員・児童委員活動 （再掲）

地域における身近な相談者として、地域福祉の充実を図るとともに、児
童の健全育成や保護を必要とする児童の把握、支援を行っていきます。

事業の概要 さらに、児童福祉を専門に担当する主任児童委員と協力し、住民と協働
した福祉活動の展開や情報提供を行っていきます。
委員活動の充実や資質を高めるための研修を行っていきます。

第３節 障害児施策の充実

妊婦・乳幼児期に行われる健康診査は、疾病や疾病リスクの早期発見の機会として、ま

た、疾病の発生予防を保健指導に結び付ける機会としても重要です。このため、妊婦や乳

幼児期の健康診査の充実を図って、身体面の発育不良、視聴覚障害、精神・運動発達遅滞

などの早期発見に努めるとともに、発見された児童に対しては、保健、医療、福祉、教育

部門が連携を取り、専門的立場で対応し、障害に応じた専門機関のサポートを受け、適切

な医療と指導が行われるよう支援体制を充実していきます。

また、地域で安心して生活できるよう「母子通園センター」や「ことばの教室」での療

育訓練と保護者に対しての指導相談を行うとともに、１歳６ヶ月児健診及び３歳児健診に

あわせて保健師などによる発達相談を実施するなど、保護者の育児不安の解消に努めてい

きます。

さらに、特殊学級に在籍する児童生徒及び普通学級に在籍する軽度の発達障害である学

習障害（ＬＤ 、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ 、高機能自閉症など、特別な教育的） ）

支援の必要な児童生徒への指導の充実を図る「特別支援教育」に積極的に取り組みます。

福祉課Ｎｏ．７９ 母子通園センター事業・児童デイサービス支援

圏域（厚岸町・浜中町）として、障害のある児童の通園事業を行ってい
事業の概要 きます。

在宅の心身に障害のある児童に対し、早期療育や集団生活への適応訓練
と家族に対して必要な指導助言等を進めます。

保健介護課Ｎｏ．８０ 運動発達健診事業

乳幼児健診などにより、運動発達の遅れが心配される児童を対象に専門
事業の概要 医による精密検査を２ヶ月に１回広域で行っています。

運動発達の専門医の診察が、障害の早期発見、早期療育さらに親の不安
軽減に結びつくことから事業を進めます。
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（ ）第７章 支援を必要とする児童への取組の推進

福祉課Ｎｏ．８１ 身体障害者・知的障害者・児童居宅介護支援

事業の概要 居宅生活支援費制度により障害児の世帯にホームヘルパーを派遣し、身
体・家事介護による日常生活の支援を行っていきます。

福祉課Ｎｏ．８２ 障害児（者）に係る交通費の助成

「厚岸町重度心身障害者等交通費助成事業実施要綱」により在宅の障害
事業の概要 のある子どもの社会参加のため、タクシーチケットの交付を行っていき

ます （身体障害者手帳１級及び２級、療育手帳又は精神障害者保健福。
祉手帳）

町民課Ｎｏ．８３ 障害児（者）に係る医療費の助成

「 」厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
事業の概要 に基づく、障害のある子どもを対象とした医療費の助成を行っていきま

す （身体障害者手帳１級及び２級と、３級の一部、並びに重度の知的。
障害児（者 ））

教委：管理課Ｎｏ．８４ ことばの教室

ことばの発達に障害や問題を持つ幼児・児童の心身の健全な発達を援助
事業の概要 し、ことばの障害の早期発見・早期療育を行っていきます。

幼稚園、保育所、保健センターなど他機関との連携を図り、早期療育に
努めます。

教委：管理課Ｎｏ．８５ 特別支援教育推進事業

、 、事業の概要 特殊学級における学習指導において 配置教員のほかに指導員を配置し
軽度の発達障害のある児童生徒への指導の充実に努めます。

ボランティアグループＮｏ．８６ ※）レスパイトサービス事業

障害のある子どもを介護する家族（主に母親）への休養や休息をもたら
事業の概要 すために、または兄弟の学校行事や近隣の自治会活動などのように、家

族が社会生活をするうえで必要な時間を保障するためのボランティア活
動が行われています。

資料：厚岸町教育委員会

※）レスパイトサービス：障害のある子どもなどを一時預かり、親や家族を介護から解放す

ること。

特殊学級と児童数
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第８章 数値目標設定一覧
この計画を進めるため、子育て支援サービス等の目標値を設定し取り組みをいたします。

事 業 名 指 標 平成1 6年度 平成2 1 年度

実施事業 目 標 値

��乳幼児健康支援一時預かり １日の受け入れ人数 ― ※２）―

事業（病後児保育）

�ファミリー・サポート・セン 設置箇所数 なし １か所

ター事業

�放課後児童健全育成事業（放 設置箇所数 ２か所 ２か所

課後児童クラブ）

�子育て短期支援事業（ショー 設置箇所数 ― ―

トスティ事業） 定員数

�子育て短期支援事業（※1 ） 設置箇所数 ― ―

トワイライトスティ事業） 定員数

�一時保育事業 設置箇所数 ― ※２）―

定員数

�特定保育事業 設置箇所数 ― ―

定員

�つどいの広場事業 設置箇所数 ― ―

�地域子育て支援センター事業 設置箇所数 １か所 １か所

�通常保育事業 定員数 ２３０人 ２３０人

�延長保育事業 設置箇所数 ― ―

�休日保育事業 設置箇所数 ― ―

定員数

�夜間保育事業 設置箇所数 ― ―

１年間受け入れ人数

ニーズ調査結果や地域懇談会の意見を踏まえ、厚岸町福祉課が設定

※1）トワイライトスティ事業：保護者が仕事等により帰宅が夜間になる場合や、休日の勤

務の場合に児童養護施設等において一時的に預かる事業

※２）�ファミリー・サポート・センター事業の中で�と�を包括する。
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資料１ 厚岸町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱

（設置）

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成1 5 年法律第1 2 0 号）第８条第３項の規定に基づ

き、厚岸町における行動計画を策定し、次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき

措置について協議するため厚岸町次世代育成支援対策推進協議会（以下「推進協議会」と

いう ）を設置する。。

（組織）

第２条 推進協議会は、委員1 5人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

(1 ) 町行政関係者

(2 ) 保健医療関係者

(3 ) 福祉団体等関係者

（座長及び副座長）

第３条 推進協議会に座長１人、副座長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 座長は、推進協議会を代表し、会務を総括する。

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務

を代理する。

（会議）

第４条 推進協議会の会議は、必要の都度座長が招集する。

２ 座長は、会議の議長となる。

３ 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

（任期）

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（庶務）

第６条 推進委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、推進協議会

において定める。

附 則

この訓令は、平成1 6年４月1 5 日から施行する。

この訓令は、平成1 6年６月2 4 日から施行する。
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資料２ 厚岸町次世代育成支援対策推進協議会委員名簿

区 分 氏 名 所 属 団 体 備 考No

１ 保健医療関係者 中村 俊雄 厚岸町医歯会

２ 会田十四吉 厚岸町社会福祉協議会 座長

３ 小川 浩 厚岸町自治会連合会 副座長

４ 柿�多佳子 厚岸町女性団体連絡協議会

５ 佐田 菊男 身体障害者福祉協会厚岸町分会

６ 福祉団体等関係者 室� 正之 厚岸コミュニケーション障害の会

７ 長谷川利之 厚岸漁業協同組合

８ 野呂 順一 釧路太田農業協同組合

９ 廣田 明男 厚岸町商工会

１０ 石川 進 厚岸町民生委員児童委員協議会

１１ 小寺 龍 さくら幼稚園

１２ 高嶋 恵利 友遊児童館子育てサークル

１３ 大沼 隆 厚岸町

１４ 町行政関係者 富澤 泰 厚岸町教育委員会

１５ 堀内由紀子 厚岸町
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資料３ 厚岸町次世代育成支援行動計画策定スケジュール

開催日等 内 容

平成1 5年1 1 月2 0 日 平成1 5 年度第２回厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推

進委員会

平成1 5年1 2 月４日 平成1 5 年度第２回厚岸町保健・医療・福祉総合サービス調整推

進会議

平成1 5年1 2 月 次世代育成支援に関するニーズ調査のアンケート調査票配布

（回収期限：平成1 5 年1 2 月3 0 日）

平成1 6 年 ４月1 3 日 厚岸町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱の制定

平成1 6年 ６月 厚岸町次世代育成支援対策推進協議会委員を決定

平成1 6年 ６月2 5 日 平成1 6 年度第１回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会

平成1 6年 ７月1 5 日 懇談会（子育て関係）

平成1 6年 ７月2 6 日 平成1 6 年度第２回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会

平成1 6年 ８月 未婚の女性に対する意見の募集（ホームページ上8 1～8 1 5 ）/ /

平成1 6年 ８月2 6 日 平成1 6 年度第３回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会

平成1 7年 ２月1 7 日 懇談会（女性団体関係）

平成1 7年 ２月2 2 日 懇談会（ボランティア関係）

平成1 7年 ２月2 4 日 懇談会（子育て関係）

平成1 7年 ２月2 5 日 懇談会（子育て関係）

平成1 7年 ３月 １日 厚岸町政策会議

平成1 7年 ３月 ３日 平成1 6年度第４回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会

平成1 7年 ３月1 1 日 厚岸町次世代育成支援行動計画（素案）公表（ホームページ掲

載、関係各所設置）

平成1 7年 ３月 厚岸町次世代育成支援行動計画（素案）に対する意見募集 （

3／1 1 ～3 ／2 2 ）

平成1 7 年 ３月2 6 日 平成1 6 年度第５回厚岸町次世代育成支援対策推進協議会

平成1 7年 ３月2８日 厚岸町各関係課了承
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資料４ 地域懇談会報告

１．厚岸町子育て支援センター

日 時 平成１６年７月１５日（木） １０：２０～１１：００

参加者 支援センター利用のお母さんたち1 0 名

主な意見

テーマ１、子育てで困っていること、改善して欲しいこと

◇医療機関について

・ 町立病院に小児科が欲しい。ちょっとのことは町立病院や田中医院に行くが、ひどいと

きはどうしても釧路の小児科に行っている。

・ 釧路の病院に連れて行くときは、夫が仕事を休んで一緒に行く （車の運転など ・自。 ）

、 。 。分の所は 夫が休めないので母親が連れて行っている 冬はアイスバーンがとても怖い

・ 小児科だけでなく、産婦人科も欲しい。二人目の子どもを考えるが、検診などは厚岸に

は病院がないからどうしようか考えてしまう。

◇公園について

・ 宮園公住公園のブランコについて、座面がすごく滑って危ない。滑らないものに替えて

欲しい。

・ 公園のブランコを小さい子でも乗れるように、厚岸保育所のブランコのようなものにし

て欲しい。

・ 海事記念館の中に、子どもが遊べるスペースが出来ないだろうか。

・ 小さくても良いので、小さい子（０、１、２歳）が遊べる遊具のある公園を作って欲し

い。

◇一時預かり等保育について

・ ０歳児保育の場所が少ない。一時保育もない。民間もないので、保育所に預けて働きた

いが子どもを預けるところがない。

・ ベビーシッター制度があれば、有料でもかまわない （１ｈ７００円くらい）子育てが。

終わった人で信頼できる人に頼みたい。

・ 一時保育があれば、二人目を産むとき利用したい。

・ ファミリーサポート体制を町で作って欲しい （有料）。

◇子育て相談について

・ 支援センターの先生に相談している。子育てサークルも相談しながら活動している。

・ 支援センターは、一日中（午前、午後）毎日やって欲しい。真竜側にも常設の支援セン

ターを作って欲しい。

テーマ２、厚岸町の長所、短所

◇厚岸の長所

・ 厚岸町は親業講座や食育セミナーなど、託児付きの催し物があって良いと思う （自分。

は名古屋出身だが、大き過ぎてこういうことはやっていない ）。

・ 情報館は、子ども向けに色々取り組んでいて良いと思う。
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◇厚岸の短所

・ 医療に関しては遅れていると思う （小児科、産婦人科、眼科などの専門医）。

テーマ４、自分にできること

・ 子どもが居る者同士で、買い物時間に子どもを見ていることぐらいならできる。



資 料 編
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２．厚岸町女性団体連絡協議会

日 時 平成１７年２月１７日（木） ２０：０５～２１：１０

参加者 厚岸町女性団体連絡協議会１６名

主な意見

・ 保育所の入所について、入りたい子どもは全員入れて欲しい。親が働いていなくても入

れることは出来ないのか。出産などで一時的に預かって貰っても、子どもが慣れたころ

に保育期間が切れて、行きたがる子どもがかわいそうだ。２人目の子どもが生まれた場

合に、上の子どもを預かるとか考え方を変えてはどうか。

・ ベビーシッターも、子育てが終わった人達が預かってくれると、安心感があるのではな

いか。厚岸の女性団体は子育て支援はやっていないが、釧路市の女性団体は子育て支援

を始めている （空き教室を利用して「おもちゃのライブラリー」を開催）。

・ 子育てに悩んでいるお母さんの話し相手をすることも有意義ではないか。

・ 小児科、産婦人科が厚岸にも欲しい。

。 、・ 子ども達が学校を卒業しても厚岸に働く場所がないから帰って来られない 結果として

高齢者が多い町になっていく。

・ 今は、夫婦共働きでなくては生活できない。収入の減少が子どもの数を少なくしている

のではないか。

・ 子どもを生んで育てる自信がない。子どもがちゃんと育ってくれるのか、それよりも夫

婦２人での生活を選ぶ。

・ 子どもを育てる環境が悪い。経済状況の悪化や教育問題等。

・ 地域の中での子育ての難しさは痛感する。色々な年代層との関わりが必要である。

、 。・ 以前小学校の先生があちこち転勤して歩いて 厚岸は子育てし易い場所だと言っていた

・ うちは２世代同居だから子ども３人生めると思う。子育ては核家族では難しい。年寄り

夫婦がいれば、送り迎えや子守をたのめる。

・ 食に対する意識も必要ではないか。離乳食の講習会などから輪が広がっていくと思う。

・ 厚岸町の食育はどうなのか。

・ 学校でアンケートを取ると朝ご飯を食べない子が多い。小学生は具合が悪くなるし、中

学生は切れる子が多い。

・ 少子化について、子どもが何人欲しいのかの問いに対しては、２人から３人と答えると

思う。しかし、実際は１人だったりするが、なぜ１人なのかの原因を聞いてみてはどう

か。

・ 今は女性が高学歴で、大卒で働くと３０代に出産することになる。子どもを生む期間が

短く、自立して働いている人は、独身を選ぶのが現実ではないか。

・ 女性もだが、男性も昔と違って生活や食事に困らない。コンビニやクリーニングを利用

すれば独身生活を続けられる。

・ うちの娘夫婦と話したが、教育にお金が掛かるので、子ども１人は良いが２人目は無理

。 。だと言っている 経済面から子どもの人数が左右される原因が一番大きいのではないか
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３．厚岸町ボランティア連絡協議会

日 時 平成１７年２月２２日（火） １３：３０～１５：００

参加者 厚岸町ボランティア連絡協議会他 ８名

主な意見

・ 行政の事業（親業講座等）で子守ボランティアを１５年度で３回、１６年度では６～７

回やっている。障害児の親の会の学習会でシッターをやった。しかし、子どもの泣き声

についていけないと言う意見も６０代以上にある。

・ 転勤してきたばかりの家庭の小学一年生の通学の付き添いをたのまれたことがあった。

・ それは、学校が対応するべきではないか。

・ 小学一年生の通学は、親がきちんと通学路など教えるべきではないか。

・ この行動計画は国の施策である。自分が子どもの時はヨーロッパや先進国は提灯型の人

口構成図だった。日本はピラミッド型であった。今、日本は逆ピラミッド型になってい

る。

・ 企業の方々にもこのような話をしてはどうか

・ 母親大会など親が学ぶことが大切なことだから協力したい。ネイパル事業などで世代間

交流が盛んに行われている。一時保育をやっていたぽかぽかハウスが無くなって困って

いると聞く。一時保育を希望する親が増えている。都会では、２４時間体制の預かりが

運営されている。

・ 核家族で若い人は子育てに不安がある。母親同士の交流の場が必要、各地域にあれば良

いと思う。

。 。・ 子どもを預かるというのは大変だ 他人が入ることだから訓練を受けた人が必要になる

・ 各自治会にこの計画策定等の情報は流しているのか。

・ 役場の職員の中で、子どもを見てくれる職場の先輩がいて何組かやられているのを知っ

ている。そういう体制を大きくできるのではないか。

・ 厚岸町でも子どもの数が少なくなってきている。このままでは小規模校の存続も危ぶま

れる。どうすれば子どもが増えるのか、育児不安や経済状況が理由なんだろうか。

・ 経済的な部分が一番大きいのではないか、教育費の負担が大きすぎる。

・ 娘も子どもが２人いるが、３人目は教育費がかかるから無理と言われた。

・ 教育費のために働いている。しかし、お金のかけ方もその家々で違ってくるのではない

か。

・ 子供を持つ親同士の連携については、子育て支援センターや児童館の母親クラブで取ら

れている。

・ 隣近所とのかかわりについて、色々なところで色々な制度や内容を聞かれる。聞かれた

ら答えられるように色々な情報を流すべきだ。

・ 一度職場を離れると、子育てが終わった後の母親の職がない。年齢が３０代、４０代の

女性が働く場所があれば子どもの数も増えるのではないか。

・ 小児科が欲しいと良く聞くが、しかし「小児科」の看板があれば良いわけではない。子

どもが病気になったとき、安心してかかれる医者が欲しい。どんな医者が欲しいのか具

体的に要求した方が良い。小児科医がいないなら、いない中で母親が子どもの病気の症
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状などの勉強会を開いて対処の仕方等を考えていくことも大切である。

・ 高齢者の意見も聞いてみてはどうか。

、 。 、・ 高齢者生きがい大学で 小中学生とゲームや遊びなどを交流会で楽しんでいる これは

厚岸町外の子どもとのふれあいが主なので町内の子どもとの関わり合いが持てれば良い

と思う。

・ 「生き生きサロン」の活動は郡部が活発にやられている。就学前の母子で遊びに来れば

つながりも持てるのではないか。

・ 父子家庭についての取組をやっていくべきではないか。

・ 主立った団体に対して資料提供（アンケート結果）をしていくのも必要ではないか。

・ 困ったときには自治会であり、隣の家ではないか。自治会長にこの行動計画を知って貰

いたい。
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４．子夢希児童館母親クラブ

日 時 平成１７年２月２４日（木） １０：３０～１１：４０
参加者 子夢希児童館母親クラブのお母さんたち ８名

主な意見
・ アンケートを書いた記憶はあるが、計画策定は知らなかった。
・ 一時預かりが欲しい。小学生と小さい子がいるが、釧路の小児科へ下の子を連れて行

くときに、上の子の帰りを待ってからいかなければならない。小学生を預かってくれ
。 。る場所が欲しい 児童館も児童クラブに登録しないと学校から直接の利用が出来ない

・ 小児科については、親の判断で町内の内科を受診したり、釧路の小児科に行ったりし
ている。

・ 予防接種について、町立病院に不安がある。２時間以上待たされることもある。一般
患者と予防接種希望を分けてほしい。

・ 小児科もそうだが、皮膚科、眼科がないので、どうしても釧路に行かざるを得ない。
そういうときに一時預かりを使いたい。

・ 私は、幼稚園にいってる上の子は、釧路のジャスコの一時預かりを使っていた。ぽか
ぽかハウスがなくなって残念。

・ ファミリーサポートについて、個人的には知らない人に預けるのは不安がある。大き
な公的な場所なら安心 （あみかの和室とか）。

・ 利用するとき、迎えに来てくれるんだろうか。親のいない家に他人が入って、子ども
といるのは心配である。

・ そういう部分がクリアできるなら利用したい。出来れば小学生も預かれるようなもの
にして欲しい。

・ 子育ての悩みは、やはり遠く離れていても、実家の母親に相談することが多い。
・ 私は、後は検診時に保健師に聞くくらいである。
・ こういうサークルの仲間に相談する。同じ年代の子どもがいると色々アドバイスが受

けられるし、相談されたときは自分の体験を話したりする。
・ 自分が小学生の時、クラブ活動とは別に母親が帰ってくる５時過ぎまで、学校で預か

ってくれた。
・ 厚岸町は児童館があるが、クラブ登録者以外の子どもでも、突発的な一時預かりが必

要な時や、休校日の午前中利用が出来るようにならないのか。
・ 小さい子どもが遊べる場所がない （デパートのコーナーのようなもの）中標津のゆ。

めの森のようなものが欲しい。
・ 奔渡保育所の施設がもったいない。子どもが利用できる施設にならないだろうか。
・ 高齢者とのふれあいの場があればいい。保育所でやっているがそれ以外の子どもの取

り組みを希望する。
・ 梅香町の自治会でやっているが、小学生以上の子どもを対象にしているので幼児が参

加できるものが欲しい。
・ 田舎ならではの総菜など手に入りやすい材料で、昔食べていたおかずを知りたい。先

生はおばあちゃんを頼みたい。
・ 厚岸町の子育てに対する政策の一番の目玉は何なのか、計画に乗せて欲しい。
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５．友遊児童館母親クラブ

日 時 平成１７年２月２５日（金） １１：１０～１１：５５

参加者 友遊児童館母親クラブのお母さんたち １２名

主な意見

・ やはり、小児科は欲しい。皮膚科、耳鼻科、眼科など、長く治療が必要な診療科が厚岸

にはない。

・ ファミリーサポートについて、函館の実家に戻って二人目を出産したとき、実家の母の

体調が悪くて、サポートセンターを利用したことがある。そのときは、家に来てもらっ

て子どもを見てもらった。家族が家にいる時の利用しか経験がないが、預かり先に子ど

もを連れて行ったり、子どもだけの家に来てもらうのは不安がある。

・ 実際にやっている所の話を聞くと、シッターとのトラブルとか、あるようだ。

・ 一時預かりを利用したいが、理由の特定はしないでほしい。子育てに疲れて少し休みた

いときや、母親だって一人になりたいときがある。いつでも、誰でも利用できるような

ものが望ましい。

・ 子育ての悩みは、子育て支援センターやサークルの仲間に相談している。

・ 公園が欲しい。ネイパルがあるが坂が怖いからいっていない。

・ 新しい遊ぶところを作ってくれとは言わないが、統廃合して空いた学校の教室を使わせ

てほしい。

・ 小学生の居場所がない。小学生の一時預かりの場所が欲しい。学校でも預かりはやって

いないので、グランドや教室を開放して欲しい。公園は冬は使えないから家の中でゲー

ムで遊ぶことになる。最近言われ始めた「ゲーム脳」とか心配。

・ 高齢者とのふれあいで、昔の遊びを教えて欲しい。ＴＶゲームなどが多いので、昔の遊

びを子どもにやらせたい。

・ 支援センターを利用するのは転勤する人が多く、早く知り合いを作りたいから利用して

いる。

・ 道外から来たが、厚岸は土地柄かドライな人が多いと思う。年寄りも山形は子どもを見

かけると必ず声を掛けたり寄ってきたりするが、ここはそんなことはない。
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